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自治会の皆様には、日頃から、防犯・防災活動をはじめ、自治会活動の行事を通じて

「住み良いまちづくり」のために活動していただいていることに敬意を表すとともに、

役員の皆様の御苦労に深く感謝申し上げます。 

過去30年のうちに、日本では1995年に阪神・淡路大震災、2004年に新潟県中越

地震、更に2011年には東日本大震災が発生しています。大規模災害による悲惨な状況

の記憶が薄れる頃になると、再び地震や津波に見舞われています。また、異常気象が原

因とされる集中豪雨による土砂災害等も各地で発生しています。 

阪神・淡路大震災発生当時、ある地域では、住民同士が協力し合える自治会が組織

されておらず、そのことが大混乱を招いたという経験から、自治会を発足させたようで

す。 

自治会の起源は地域ごとに様々ですが、秦野市では、昭和45年に地区町内会連合会

が結成され、その後、秦野市町内会連合会が発足し、昭和52年に町内会は自治会の名

称に改められました。令和2年度は、単位自治会が240団体、地区自治会連合会が８団

体で活動しています。いずれの団体も地域社会の向上と地域内住民の親睦、地域福祉の

増進を目的として取り組んでおります。 

このように地域づくりを進めていく中で、自治会の果たす役割は非常に大きいもの

があります。地域内の様々な団体や行政と連携しながら、「住み良いまちづくり」の中

心的な役割を担っています。 

しかし、核家族化や少子高齢化といった社会情勢の変化、近隣関係の希薄化や住民

の価値観の多様化等により、自治会に対する関心が薄れ、加入率は年々低下しています。 

加入率の低下は、活動の担い手不足など運営面に支障をきたすとともに、いざとい

う時の地域での支え合いに影響をもたらします。各自治会においても、加入促進に向け

た様々な取組みを行っていただいているところですが、なかなか自治会の活動が理解し

ていただけないために、加入に結び付きづらく苦慮しておられるかと思います。 

こうした現状も踏まえ、もう一度自分の住む地域を見直し、日頃から周囲とコミュ

ニケーションを図り、気持ち良い生活環境を整えると共に、いざ災害が発生した際には

「自助・共助・公助」を推進し、より強い絆で結ばれた自治会活動が実現できるように

と考えています。 

自治会の活動や必要性、自治会の運営方法などを検討する際に役立てていただき、

未加入者に対する加入促進活動を進めるためのヒントになり、自治会活動の活性化につ

ながることを願っております。 

 

秦野市自治会連合会 
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１   自治会とは   

 

 自治会とは、同じ地域に住んでいる人（ご近所さん）たちが助け合いや親睦活動、

環境美化活動、防災活動など「地域のまちづくり」を協力して行うために、自主的に

結成された組織（グループ）です。 

また、「向こう三軒両隣」「互近助（ごきんじょ）づきあい」を基本とし、「助け

合い」と「共助」の組織で、地域の安全・安心に取り組み、住民の親睦を図り、住み

よいまちづくりを築いていくための組織（グループ）です。会員の会費で運営され、

全世帯加入が望ましい姿です。 

   

自治会の主な活動内容 

活動内容は各自治会によって異なります。ここでは一般的な活動を紹介しています

が、それぞれの特色ある活動を確認、整理しておきましょう。 

① 地域の環境美化 

  美化清掃の実施、ごみ収集場所の管理 

② 情報の共有・広報活動 

  地域や行政情報の回覧 

③ 地域での防災活動 

地域での防災訓練の実施 

④ 住民同士の親睦・ふれあい活動 

  納涼祭や市民体育祭、敬老会の開催 

⑤ 防犯・交通安全活動 

  地域の見守り活動、防犯パトロールの実施、 

交通安全運動、子どもや高齢者の見守り  

⑥ 地域福祉活動 

 日本赤十字等の各種団体が実施する募金活動等への協力 

⑦ 行政との連携（地域の課題への取り組み） 

  道路の補修や防犯灯、カーブミラーの設置要望など 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPdCSP4UtWFVYAZBuU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=120f8rppd/EXP=1447899919/**http:/kids.wanpug.com/illust/illust2322.png
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２   市内の自治会組織 

 

    秦野市内には現在単位自治会が240団体、地区自治会連合会が8団体あります。

いずれの団体も地域内住民の親睦と地域福祉の増進、地域社会の向上を目的として

います。 

    戦前から戦中にかけ、町内会、部落会、隣組などの組織がありましたが、戦後に

すべて解散しました。その後、新たに住民の自主的な組織として、自治会が発足し

ました。昭和45年に地区町内会連合会が結成され、その後、秦野市町内会連合会が

発足し、昭和52年に町内会は自治会の名称に改められました。 

    連合会が発足した50年前（160団体）と比べると、単位自治会80団体(3分の1)

が新たに結成されています。 

    単位自治会の加入世帯数は、地域の実情を反映して構成されており、1自治会当

たりの平均は、約185世帯です。 

     

 

                                                  （令和3年4月1日現在） 

   

 

 

 

 

 

地区連合 自治会数 組  数 加入世帯数 加入率 

  ６８．６３％ 

  ５８．２６％ 

  ５８．９３％ 

  ７１．１５％ 

  ４５．９９％ 

  ５５．３４％ 

６６．２７％ 

  ８３．２０％ 

  ５９．７９％ 

本  町 

南 

東 

北 

大  根 

鶴 巻 

西 

上 

３７ 

３６ 

３６ 

１６ 

２３ 

１９ 

６４ 

 ９ 

 ７０８ 

 ８０５ 

 ４６５ 

 ４０１ 

 ５９３ 

 ４６７ 

 ９９４ 

  ６０ 

 ６，３３４ 

 ７，８２９ 

 ３，７９５ 

 ３，５６４ 

 ６，６０８ 

 ４，２６２ 

１０，４７８ 

   ６３４ 

    計 ２４０  ４，４９３  ４３，５０４ 
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    秦野市の自治会組織は大きく分けて、３つの段階から成り立っています。 
 

(1) 単位自治会   

    一般に「自治会」と呼ばれる市民の皆さんが直接入会する自治会のことで、本市には

240（令和3年4月1日現在）の単位自治会があります。これらの自治会はさらに幾つか

の組やブロックに分かれています。 
 

(2) 地区自治会連合会 

    単位自治会が集まって、原則的に旧行政区ごとに1つの地区を構成し、地区自治会連合

会が形成されています。 

    平成18年4月1日付で大根地区自治会連合会が、大根地区自治会連合会と鶴巻地区自

治会連合会に分割しました。現在は、8地区（本町、南、東、北、大根、鶴巻、西、上）

に分かれています。 
 

(3) 秦野市自治会連合会 

    秦野市自治会連合会は、単位自治会が集まった８つの地区自治会連合会により組織され

ています。 

    本会の役員は、各地区自治会連合会正副会長 24名により構成されています。 

    8地区連合会長が出席する企画会では、役員会に付議する事項について具体的な検討を

行います。また、24名の役員が出席する役員会は、原則として月1回、開催しています。

役員会では、総会で議決された事業の執行及び運営についての協議、自治会に共通する問

題についての調査研究、市役所や他の行政などとの連絡調整等を行い、執行機関としての

役割を担っています。 

    総会は、事業計画や予算を決定したり、決算を承認したりする議決機関として位置付け

られています。 
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自治会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦野市自治会連合会

地区自治会

連合会

地区自治会

連合会

単位自治会 単位自治会

班・組 班・組

世帯 世帯 世帯
賛助会員

（企業等）

班・組

単位自治会 単位自治会

地区自治会

連合会

８地区 

240 自治会 
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３   市役所で行える主な手続き 
 

自治会と市役所の関わりはとても深い繋がりがあります。自治会と関連の深い

（市民の皆さんの生活と関わりの深い）手続きの窓口を紹介いたします。 

 

 

 

自治会に関すること 
  市民活動支援課 

℡82-5118（西庁舎３階）     
      

防災に関すること 
  防災課 

℡82-9621（西庁舎３階）     
      

地域の安全に関すること 
  地域安全課 

℡82-9625（西庁舎３階）     
      

ごみ（分別等）に関すること 
  環境資源対策課 

℡82-4401（環境資源センター）     
      

上下水道に関すること 
  上下水道局お客様センター 

℡83-2112     
      

道路に関すること 

  

建設管理課 ℡86-6153 

建設総務課 ℡82-9635 

道路整備課 ℡8６-9636 

国県事業推進課 ℡82-5746 

（東庁舎２階） 
    

      

ペットに関すること 
  生活環境課 

℡86-6037（西庁舎２階）     
      

市営・県営住宅に関すること 
  交通住宅課 

℡82-9642（西庁舎２階）      
      

大人の健康に関すること 
  健康づくり課 

℡82-9603（本庁舎３階）     
      

住所の変更、戸籍届出 

マイナンバーに関すること 

  戸籍住民課 

℡82-5127（本庁舎1階）     
      

市民税、軽自動車税 

原付バイクに関すること 

  
市民税課（本庁舎２階） 

℡82-5129、82-5130     
      

固定資産税に関すること 

  
資産税課（本庁舎２階） 

℡82-7390、82-7391 
 

 
  

    

納税相談、滞納に関すること 
  

債権回収課 

℡82-5134（本庁舎２階）     

生活に関すること 
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通訳さんを通しての相談 

  
市民相談人権課 

火：ポルトガル語 

水・木：スペイン語、英語 

金：中国語、ベトナム語 

℡82-5128（教育庁舎１階） 
    

 

 

 

高齢者・介護に関すること 
  

高齢介護課 

℡82-9616（本庁舎1階）     
      

国民健康保険に関すること 
  

国保年金課 

℡82-9613（本庁舎２階）     
      

国民年金に関すること 
  

国保年金課 

℡82-9614（本庁舎２階）     
      

生活に困窮している 

生活保護に関すること 

  
生活援護課 

℡82-7393（本庁舎2階）     
      

障害（身体、知的、精神）に 

関すること 

  
障害福祉課 

℡82-7616（本庁舎１階）     

 

 

 

児童手当等の各種手当に関すること 

  
子育て総務課 

℡86-3460（本庁舎１階）     
      

子どもの健康に関すること 

（母子手帳・予防接種） 

  
こども家庭支援課 

℡82-6604（保健福祉センター）     
      

子どもに関する相談、 

児童虐待相談・通告に関すること 
  

こども家庭支援課 

℡82-5273、82-7800 
（保健福祉センター） 

    

こども園、保育園、 

幼稚園（私立）に関すること 
  

保育こども園課 

℡82-9606（本庁舎２階） 

      

公立幼稚園に関すること 

  教育総務課 

℡84-2783（教育庁舎２階）     

    

子どもに関すること 

福祉に関すること 
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小学校・中学校に関すること 

  学校教育課 

℡84-2785（教育庁舎２階）     
      

学校生活に関すること 

  教育指導課 

℡84-2786（教育庁舎２階）     
      

学童、児童ホームに関すること 

  こども育成課 

℡86-6310（本庁舎３階）     

 

※各課にて筆談等での相談も受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。 

 

 

 

市のホームページ等 

・最新のイベント情報等をチェックすることができます。 

 https://www.city.hadano.kanagawa.jp 

・秦野市公式Twitter（@hadano_koho）でも確認できます。 

・秦野市公式LINE  
 

 

 

 

・緊急（大雨・台風・地震など）の情報 

 hadano@entry.mail-dpt.jp ←こちらに空メールを送信し登録してください。 

詳しくは防災課（℡：82-9621）まで 

 

防災行政無線の内容を確認したいときは、 

テレフォンサービス（℡：81-5101）をご利用ください。 

※過去４回分の放送が聞けます。 

固定電話から掛ける際には、３分で約10円の費用が生じます（参考）。 

 

 

ごみの不法投棄 

・秦野警察署 ℡83-0110 

・環境資源対策課 ℡82-4401 
 

生活上のトラブル 
・秦野市消費生活センター（市民相談人権課） ℡82-5181 

・消費者ホットライン 188 

 

その他の問い合わせ先 
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休日や夜間の急患について 
・内科・外科・小児科：休日夜間急患診察所 ℡81-5019 

（秦野市曽屋11番地） 

・耳 鼻 科 ・ 眼 科：秦野市消防本部 ℡81-0119  

（神奈川県のホームページでも確認できます） 

・歯 科：歯科休日急患診療所 ℡83-3120 

（秦野市今川町１番３号秦野駅前農協ビル３F） 

※その他、詳しい問い合わせ先は「５  住みよい地域づくりのためのＱ＆Ａ（ｐ２４）」

でもご確認ください。 
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４   自治会活動と各種諸団体 
 

自治会と関連の深い各種団体と、その活動内容等を紹介いたします。 
 

（1） 地区まちづくり委員会 

     まちづくり委員会は、地域住民自らの創意によるコミュニティ活動を通じ、地域

住民相互の連帯感を醸成することで、住民自治意識の高揚を図ることを目的に設置

した組織です。 

     地区のまちづくり委員会の組織構成は、自治会、老人クラブ、婦人会、地区体育

協会､交通安全協会、防犯協会、子ども会育成会、ＰＴＡ、民生・児童委員等の地区

内に存在する主要な団体を横断的に網羅しています。主要なメンバ－が単位自治会

長であることから、その会長に地区自治会連合会の会長が就任しています。 

 

 

 

 

 

 

 

     各地区では、現代社会が抱えている問題点を自分たちの問題としてとらえ、福祉

ふれあいまつり等を通じて地域住民の近隣意識及び連帯感を助長し「参加と協働」

を合い言葉とした活動を展開して住みよいまちづくりに積極的に取り組んでいま

す。 

  問い合わせ  市民活動支援課 ℡82-5118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各地区のまちづくり推進事業における目標 

①  地域住民におけるまちづくり事業の推進 

②  地域福祉活動の充実 

③  青少年育成活動の推進     

④  防犯対策・交通安全対策 

⑤  自主防災組織の育成強化等 
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(2) 秦野市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会 

 

秦野市社会福祉協議会は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域福祉）」

の実現を目指して、住民主体の理念に基づき、皆さんとともに地域づくりを進めてい

る民間団体です。 

社会福祉協議会は、略して「社協（しゃきょう）」と呼ばれています。 

社協は、社会福祉法第109 条に「地域福祉の推進役」として位置づけられ、国、

都道府県、市町村のそれぞれに組織されています。 

地域住民や社会福祉関係機関などの参加と協力を得ながら活動することを特徴と

し、「自主性」と「公共性」という2つの側面をもった組織です。 

社協の組織は、事務局職員だけでなく、地区社会福祉協議会、地区自治会連合会な

どの住民組織や社会福祉に関する活動を行う福祉当事者団体、ボランティア団体、民

生委員児童委員協議会、社会福祉施設、社会福祉団体等で構成されています。 

 

主な活動内容 

① 地域住民が社会福祉に係る活動を行う際の支援 

ボランティア講座の開催や福祉団体の活動支援、児童生徒への福祉教育、地域福

祉に関する広報啓発活動など、住民が地域福祉活動に取り組める環境づくり、住民同

士の仲間づくりを進めるとともに、地域の様々な福祉活動を支援しています。 

② 福祉総合相談事業 

  どこに相談していいかわからない生活・福祉に関する困りごとや、複数の分野にま

たがるような内容の相談、失業等の理由で収入が減ったために生活に困窮しているな

どの相談に対応しています。 

③ 困っている人への支援 

  車イスや福祉車両の短期貸出や、ホームヘルパーの派遣、地域で自立した生活を送

るために必要な資金の貸付や給付など、地域に必要な社会福祉を目的とする事業に取

り組んでいます。 

 

 

地区社会福祉協議会は、市内７地区に自治会、民生委員児童委員協議会、ボランティ

アグループ、福祉当事者団体など複数の地域組織・団体が中核となって、地域での福

祉を推進している自主的な住民組織です。略して「地区社協（ちく・しゃきょう）」と

呼ばれています。 

地区社協は、市内８つの自治会連合会区域を基本に市内７地区（西地区社協には上

地区自治会連合会区域が含まれます。）に組織されています。 

主な財源は、市社協からの運営費交付金（普通会費の６割）や福祉ふれあいまつり

のバザー等による収益金、その他の寄付金等です。 
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主な活動内容 

地区社協は、それぞれ地域特徴を活かして、住民による福祉活動を推進・展開し 

ています。 

①  広報活動・・・「地区社協だより」の発行や福祉講演会の開催など 

②  ふれあい・交流活動・・・福祉ふれあいまつりや地域交流会など 

③  研修・学習活動・・・役員研修会やボランティア学習会など 

④  小地域ネットワーク活動・・・ニーズ対応チームやボランティアによる見守 

り活動やサロン活動など 

⑤  その他・・・シルバー料理教室や構成団体の支援など 
 

 問い合わせ  社会福祉協議会  ℡84-7711  

 

(3) 神奈川県共同募金会秦野市支会 

  秦野市支会は、神奈川県共同募金会の計画する共同募金運動や福祉作文コンク－ル

などの事業を補助し、その目的を達成するために設置されています。 

   共同募金は、毎年厚生労働大臣が定める募金運動期間（10月1日～12月31日）中

に実施され、「赤い羽根募金」として広く市民に親しまれています。 

   皆様からの募金は、神奈川県共同募金会を通じて老人ホ－ムをはじめ市内の社会福

祉施設及び団体へ配布され、活動費や施設整備及び備品等の購入に役立てられていま

す。 

   共同募金及び共同募金会に関する基本的事項は、社会福祉事業の全分野における基

本法の「社会福祉事業法」（昭和26年法律第45号）の第8章に定められ、その後、

平成12年の改正により「社会福祉法」が施行され、共同募金の目的が新たに「地域

福祉の推進」と位置づけられました。 

  問い合わせ  社会福祉協議会 ℡84-7711  
 

(4) 日本赤十字社神奈川県支部秦野市地区 

   日本赤十字社は、赤十字の思想とする人道的任務を達成することを目的に設置され、人

道と博愛の精神に基づき、国内はもとより世界の平和と福祉に貢献するため、災害救護活

動をはじめ医療や奉仕活動など各種の事業を行っています。これらの事業資金は、赤十字

事業に協賛する会員の「会費」とその他の「寄附金」によって賄われています。そこで、

日本赤十字社の創立記念日など赤十字にゆかりの深い5月の1か月間を「赤十字会員増強

運動月間」として、赤十字思想の普及と会員の加入促進に努めています。なお、日本赤十

字社は、「日本赤十字社法」（昭和27年法律第305号）に基づく特殊法人です。 

   問い合わせ  地域共生推進課 ℡82-7392  
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(5) 民生委員･児童委員、地区民生委員･児童委員会協議会 

   民生委員は、地域住民の身近な相談相手として、地域の見守りや行政へのパイプ役

などの役割を担う福祉ボランティアです。「民生委員法」に基づき、厚生労働大臣か

らの委託を受けており、秦野市では２６０名（定数）が活動しています。 

  民生委員は３年に１度、全国一斉に改選が行われるため、自治会などの協力を得な

がら、適任者を探し、選出しています。任期は３年で、「児童委員」を兼ねるため、

「民生委員･児童委員」と呼ばれます。 

   主な活動内容 

①  １人暮らしの高齢者や高齢者世帯への訪問・見守り 

②  相談内容に応じたサービスの情報提供や窓口の紹介 

③  子育てサロンなどでの相談・支援活動や子育て情報の提供 

 

地区民生委員･児童委員会協議会は、市内の12地区に組織され、その地域を担当する

民生委員が構成委員になっています。活動に関する情報を共有したり、委員の資質向

上を目指した研修などを行っています。 

  問い合わせ  地域共生推進課 ℡82-7392  

 

(6) 秦野市交通安全対策協議会 

   秦野市交通安全対策協議会は、昭和42年7月7日に発足し、関係行政機関及び交通

安全協会、安全運転管理者会、二輪車安全普及協会、青少年交通安全連絡協議会、自

治会連合会、ＰＴＡ、婦人会、子ども会育成協会、老人クラブ連合会等の団体から選

任された委員をもって組織され、団体相互の緊密な連絡を保ちながら、組織的で効果

的、総合的な交通安全対策をたて、これを市民運動として推進し、交通事故防止を図

ることを目的としています。 

   交通安全運動は、主として本協議会が中心となって実施しています。地域の運動実

践団体として住民に交通安全思想の普及啓発を図るとともに、交通ルールの遵守と正

しい交通マナーの実践に向けた運動をしています。 

   主な活動内容 

①  交通安全運動の実施 

      春･夏･秋･年末の各季の運動期間中における啓発、広報活動の実施 

②  交通安全啓発活動の実施 

      交通安全講演会、地域の福祉ふれあいまつりでの広報活動等の実施   

   問い合わせ  地域安全課 ℡82-9625  
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(7) 秦野市交通安全協会 

    地域交通行政に協力して、交通安全思想の徹底と会員相互の親睦を図り交通秩

序の確立を期することを目的に、昭和26年5月に発足。現在、総務部会、広報部

会、企画部会、指導員部会、婦人部会の5部会が設置されています。支部は、東、

西、南、北、大根、本町の6支部となっています。 

    また、その活動は、１・15日の交通安全の日の見守り活動や各種の交通安全

運動、交通安全思想の普及のための広報活動、講習会、運転免許更新手続き等、

その活動は広範囲にわたっています。 

   問い合わせ  交通安全協会  ℡81-7771  

 

(8) 交通指導員、秦野市交通指導員連絡会 

    交通指導員制度は、地域住民の中から交通安全に真に理解があり、実行力のある者を、

所轄警察署長と地区交通安全協会長の連名で委嘱し、所轄警察署が運営していく制度とし

て昭和33年10月に本市で最初の委嘱がされました。昭和49年4月に所轄警察署長と地

区交通安全協会長の推薦により、県交通安全協会長が委嘱する制度に改正されました。 

    平成6年3月に秦野市交通指導員設置要綱が制定され、同4月に施行、事務局を秦野市交

通安全協会に置き、全員を市長名で委嘱することになっています。任期は3年です。 

    交通指導員の主な任務は、１・15日の交通安全の日の見守り活動市内の交通事故多発

地点及び主要箇所において歩行者の安全通行に必要な街頭指導及び地域や職域における

交通安全思想の高揚を図るための広報活動などです。 

    昭和52年6月に交通指導員を構成員とする秦野市交通指導員連絡部会が交通安全の指

導、啓発及び街頭における歩行者の安全を図るための諸活動を行うことを目的に発足して

います。              

    問い合わせ  交通安全協会  ℡81-7771

  

(9) 秦野市防犯対策連絡協議会 

    市内の各種犯罪を未然に防止し、治安を維持するとともに、関係行政機関及び団体相互

間の緊密な連絡を保ちながら防犯活動に関する情報交換・意見交換等を行うことにより、

組織的で効果的な市民運動を推進することを目的に平成元年6月14日設立され、42の各

種団体が参加しています。 

     問い合わせ  地域安全課 ℡82-9625  
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(10) 秦野市防犯協会、各支部防犯協会 

    秦野市防犯協会は、犯罪のない安全・安心なまちづくりを実現するため、地域社会 

における自主的な防犯活動の推進を図り、各種犯罪の未然防止に努めることを目的 

に、さまざまな取組を展開しています。 

      昭和35年3月25日に秦野市防犯協力会が発足し、現在は秦野市防犯協会と改め、 

自治会に活動基盤を置く組織になりました。 

       各自治会の会長、防犯対策部長は、地域防犯連絡所責任者、各支部の理事として、 

自治会活動とともに防犯協会の支部活動を行うこととなっています。 

支部防犯協会は、防犯思想の普及、自警心の喚起、各種犯罪の未然防止策等、犯 

罪のない明るい地域社会の実現のために各種活動を行っています。 
       

主な活動内容 

    ①  春･秋･年末年始の防犯運動 

  ②  年末夜間パトロールの実施 

 

     問い合わせ  地域安全課 ℡82-9625  
 

(11) 地域防犯連絡所、地域防犯連絡員 

    地域防犯連絡所とは、犯罪のない安全・安心なまちづくりを実現するため、地域住民

と警察との緊密な連絡調査及び地域の自主防犯活動の拠点とすることを目的として平

成５年４月１日より設置されています。 

    地域防犯連絡所は、おおむね各自治会に１か所設けられています。連絡所には、連絡

所を表示する表示板を見やすい箇所に掲げます。   

    なお、表示板は前任者から引継ぎをしてください。破損等の場合は警察署の生活安全

課へ申し出をしてください。 

本市においては、地域防犯連絡員は警察署長と秦野市防犯協会長の連名で委嘱され、

自治会長宅を地域防犯連絡所に自治会長が連絡員になっています。任期は１年です。 

    主な活動内容 

   ① 住民、支部防犯協会、自治会と連絡を密にし、警察に対する住民の要望・意見等を 

取りまとめて警察への連絡・通報。 

   ② 警察からの指導・連絡や住民の要望意見を取り入れた自主防犯活動の推進。 

   ③ 警察及び防犯協会からの資料等の情報の確実な伝達。 

        具体的には、警察官が行う防犯活動に協力して地域住民の防犯意識の高揚を図った

り、また、犯罪が発生したり、無断で個人の敷地内をうろつくなど不審者がいるときに
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警察署や交番へ連絡するなどし、犯罪のない安全・安心まちづくりを実現するための

地域防犯活動に貢献しています。 

    問い合わせ  秦野警察署 ℡83-0110、地域安全課 ℡82-9625  

 

(12)  防犯指導員、秦野防犯指導員連絡会 

    防犯指導員制度は、防犯協会と警察が行う防犯活動に協力して防犯広報、防犯指

導等を行い、地域住民の防犯意識の高揚を図ることを目的にしています。 

    本市においては、昭和48年7月1日に15名の指導員が任命されたのが始まりで

す。防犯指導員は警察署長と秦野市防犯協会長との連名で委嘱し、任期は2年です。 

防犯指導員の役割 

①  自主防犯の指導者であること。 

②  防犯問題の良き相談者であること。 

③  地域の防犯問題の要望や意見の連絡役であること。 

④  自治会、地域防犯連絡所の協力者であること。 

⑤  実のある防犯活動を続ける行動者であること。 

また、具体的な活動としては、地域の人たちとの防犯に関しての話し合い、防犯

パトロール・防犯診断の実施などです。 

昭和49年4月には、防犯指導員の資質の向上と会員の親睦・相互援助を図ること

を目的に秦野民間防犯指導員連絡協議会が発足し、平成元年に秦野防犯指導員連絡

会に名称変更しています。  

                問い合わせ  地域安全課 ℡82-9625

  

 (13)  青少年相談員、秦野市青少年相談員連絡協議会 

      青少年相談員制度は、青少年の非行を防止するため、街頭パトロール等を行うほ

か、地域において少年や保護者の相談に応じ、また、青少年相談室の紹介窓口とな

ることを目的に、昭和52年3月に秦野市青少年相談室設置条例の施行とともに発

足しました。 

      青少年相談員は、地域の青少年に深い理解と愛情があり、青少年育成に熱意のあ

るボランティア精神に基づき活動のできる者を市長が委嘱し、任期は2年です。 

    青少年相談員相互の連絡及び協調を図り、青少年の育成指導を行うことを目的に 

秦野市青少年相談員連絡協議会があります。 
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主な活動内容 

①   街頭指導活動 

        街頭パトロールのことで公園、神社、ゲ－ムセンタ－等を巡回し、遊んでいる少 

年に注意や指導を行っています。また、地区ごとに青少年相談員が計画を立て、 

地域の実情等に応じた自主活動として、月に数回のパトロールや、大きな行事や 

祭りなどに協力してパトロールを行っています。 

    ②  環境浄化事業 

        有害環境の点検、環境浄化に関する協力依頼等の活動 

    ③  その他 

        地域の健全育成組織と連携し、地域ぐるみの青少年育成活動の推進に協力 

 

                            問い合わせ こども育成課  ℡86-6270  
 

(14)  青少年指導員、秦野市青少年指導員連絡協議会 

      青少年指導員制度は、秦野市青少年指導員の設置に関する規則の施行とともに発足し

ました。地域社会における青少年活動を推進し、青少年健全育成を図り、青少年に対す

るゲ－ムやレクリエ－ション指導などの必要な活動を行うことを目的としています。 

      青少年指導員は、地域の青少年に深い理解と愛情があり、青少年育成に熱意があり、

ボランティア精神に基づき青少年育成にあたることのできる者を神奈川県知事と市長

との連名で委嘱し、任期は2年間です。 

     主な活動内容 

    ①  青少年団体の活動を活発にし、一人ぼっちの青少年をなくしていくための活動 

    （1）子ども会やスポ－ツ少年団等の青少年団体の活動に援助、協力の実施 

    （2）青少年団体リ－ダ－を発見し、育てていく活動 

    （3）未組織の青少年たちに集団活動をさせる場作りをするための援助活動 

    ②  文化レクリエ－ション活動を活発にしていくための活動 

        青少年のためのハイキング、スポ-ツ活動、音楽会、映画会、読書等の文化活動に

対する支援、協力の実施。    

 ③  地域青少年育成組織の運営を充実し、地域ぐるみの活動が行われるよう、援助、 

協力していく活動 

    ④  ７地区の青少年育成活動推進部会の運営に協力 

⑤ 青少年指導員相互の連絡及び協調を図り、青少年の育成指導を行うことを目的に 

秦野市青少年指導員連絡協議会を組織しています。 

        また、各地区においても地区委員会を組織し、活動しています。 

       問い合わせ  こども育成課  ℡86-6270  
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(15)  子ども会、秦野市子ども会育成連絡協議会 

      子ども会は、地域の異年齢集団による仲間活動、特に子どもの遊びの特徴をとら

えた活動を進め、社会の一員として必要な知識、技能、態度を学ぶとともに、健全

な仲間づくりを進め、子どもの心身の成長発達を促すことを目的としています。 

      子ども会には、子どもの集団と大人の集団（子ども会育成会・指導者の組織）と

が含まれています。子どもの集団は子ども会活動の主体であり、大人の集団とは、

子どもの保護者などにより構成され、子ども会を育成し、支援するための「子ども

会育成会」と子ども会を指導する「指導者の組織」のことです。 

      各地区の子ども会相互の連絡及び協調を図り、子ども会育成者の資質向上と子ど

も会活動の充実・発展を期するため、秦野市子ども会育成連絡協議会があります。 

    問い合わせ  各地区子ども会  
 

(16)  ＰＴＡ、秦野市ＰＴＡ連絡協議会 

      父母と教師を構成員とする団体（父母と先生の会 Parents and Teacher

s Association）の略で、児童、生徒の幸せを守り、増進することを目的に父

母と教師が協力して、教育の振興に努め活動する自主的団体です。 

      各幼稚園、小・中学校ごとに、学校・家庭における教育に関して、互いに理

解を深める活動を展開しています。 

秦野市ＰＴＡ連絡協議会は小・中学校ＰＴＡで構成しています。 

     問い合わせ  各幼稚園、小・中学校  
 

(17)  老人クラブ、秦野市老人クラブ連合会 

      地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です。仲間づくりを通して、生きがいと

健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行うとともに、その知識や経験を生か

して、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動に取り組み、明るい長寿

社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的とします。60歳以上の方ならど

なたでも入会できます。 

      単位老人クラブの上に各地区老人クラブ連合会があり、その上部団体として秦野

市老人クラブ連合会があります。 

主な活動内容 

    ①  教養活動 ▶各種講習会（水墨画、藤工芸当）、会報の発行、クラブ報告会 

    ②  健康増進活動 ▶保健学習、リズム体操、ゲ－トボ－ル等のスポ－ツ大会 

    ③  レクリエ－ション活動 ▶カラオケ、囲碁、将棋、俳句、短歌、旅行等 

    ④  地域社会奉仕 ▶清掃、友愛訪問、ふれあい活動、地域行事への参加 
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      老人クラブ連合会は活動を通して会員の教養を深め、社会性を養い、心身の

健康を保持して生きがいを高めることを主目的にしています。 

    問い合わせ  秦野市老人クラブ連合会  ℡84-2171  
 
 

(18)  各地域婦人会、秦野市地域婦人団体連絡協議会 

      婦人を構成員とする団体です。日頃、地域の福祉、環境問題、交通安全、防犯・

防災活動等に取り組み、各種実践活動を通じて、家庭や地域に根ざした活動を推進

しています。 

      上部団体である秦野市地域婦人団体連絡協議会は、地域の婦人会員により構成さ

れており、婦人相互の親睦及び地域における婦人会活動を推進するため、関係機関・

団体との有機的な連携を図ることを目的に活動をしています。 

    問い合わせ  各地域婦人会  

 

(19)  （公財）秦野市スポーツ協会、各地区体育協会 

      体育、スポ－ツ等の普及及び振興を図り市民の体力向上と健康増進に努めること

を目的に昭和30年3月に発足した秦野市体育協会は、（公財）秦野市スポーツ振興

財団と組織が一元化され、平成28年4月から（公財）秦野市スポーツ協会となりま

した。 

     主な活動内容 

    ①  教室、講習会、競技会等の開催 

    ②  交流促進、情報提供等の実施 

    ③  団体及び人材の育成及び支援 

    ④  功労者等の顕彰 

    ⑤  受託事業の実施など 

    地区ごとに地区体育協会（6地区）、また種目別競技団体があります。 

    問い合わせ  （公財）秦野市スポーツ協会  ℡84-3376  
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(20)  スポーツ推進委員、秦野市スポーツ推進委員連絡協議会 

      地域社会におけるスポ－ツの推進を図り市民の体力向上と健康増進に努めることを

目的に昭和33年4月に発足した体育指導委員制度は、平成23年8月24日に施行され

た「スポーツ基本法」に基づき、スポーツ推進委員制度へと名称変更となりました。 

      スポーツ推進委員は、スポ－ツの普及及び振興に熱意がありスポ－ツ基本法の精神に

基づき活動のできる者を市長が委嘱し、任期は2年です。 

     主な活動内容 

    ①  スポーツ推進事業の実施に係る連絡調整に関すること。 

    ②  スポーツの実技指導を行うこと。 

    ③  スポーツに関する指導及び助言を行うこと。 

    ④ その他、本市におけるスポーツの推進のために必要な事業を行うこと。 

      任意上部団体として秦野市スポーツ推進委員連絡協議会があります。 

     問い合わせ  スポーツ推進課  ℡84-2795  
 

(21)  消防団                                       

      自らの手で災害から故郷を守ろうとする郷土愛護の精神に基づき、地域住民によ

り組織されています。団員は、日常各自の仕事を行いながら、災害に際しては消防

活動に従事する非常勤の公務員です。消防団の活動及び設置並びに区域等について

は条例で定められています。 

     主な活動内容 

    ①  火災時の消火活動 

    ②  風水害時の水防警戒、土のう積み等 

    ③  災害の際の避難誘導 

    ④  火災予防、警戒 

    ⑤  訓練研修、機械器具の点検整備 

    ⑥  自主防災組織の育成 

      地域とのつながりも深く、また専門の訓練を受けていることから、災害時の

地域防火活動のリ－ダ－として期待が寄せられています。 

    問い合わせ  警防課 ℡81-7992  
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(22)  公民館運営協議会 

      館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施について、調査審

議するものです。 

    問い合わせ  生涯学習課 ℡84-2792  

 

(23) 各地域高齢者支援センター 

   高齢者の方が住みなれた家や地域で自分らしい生活を送るため、福祉や健康、介

護に関する専門の職員が、高齢者の皆さんやご家族、地域住民の皆さんからの相談

をお受けする総合的な窓口です。相談を受け、その方にとって必要なサービスの調

整等を行い、生活の支援を行います。 

   主な活動内容 

①  高齢者総合相談、支援 

②  介護予防事業（相談、訪問、介護予防ケアマネジメント等） 

  ③ 高齢者虐待に関する相談 

  ④ 判断能力が十分でない高齢者への成年後見制度の利用支援 

  ⑤ 地域のケアマネージャーのサポート 

  ⑥ 民生委員や自治会等と連携した高齢者支援のネットワークづくり 

 ※各地区の地域高齢者支援センターの連絡先は次ページに掲載してあ

ります。 
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秦野市の地域高齢者支援センター 
名   称 担当地区名及び大字、居住地番 

①本町地域高齢者支援センター 

秦野市本町１－１１－１９（紀伊国屋ビル１F） 

TEL   ７５－８９０７ 

FAX  ８５－５７５７ 

mail   zaisi@sankikai.or.jp 

本

町 

本町1～３丁目・河原町・元町・末

広町・入船町・曽屋１、２丁目・寿

町・栄町・文京町・幸町・桜町１、

２丁目・水神町・ひばりヶ丘・富士

見町・曽屋・上大槻 

東 下落合・東田原の一部 

南 室町の一部 

北 羽根の一部 

②南地域高齢者支援センター 

秦野市平沢１７５０－１ 

（Mutumi.ケアセンター １階） 

TEL  ８４－２２５０ 

FAX ８４－２２５１ 

mail minamihoukatu@utopia.ocn.ne.jp 

南 

新町・鈴張町・緑町・清水町・平沢

（西、渋沢担当地域を除く）・上今川

町・今川町・今泉・大秦町・室町（本

町担当の地域を除く）・尾尻・西大

竹・南が丘１～５丁目・立野台１～

３丁目・今泉台１～３丁目 

③東・北地域高齢者支援センター 

秦野市曽屋１１（秦野伊勢原医師会内） 

TEL   ８１－０９９０ 

FAX  ８２－７８７７ 

mail  houkatsu@hadanoisehara-med.or.jp 

東 

落合・名古木（大根担当地域を除

く）・寺山・小蓑毛・蓑毛・東田原（本

町担当の地域を除く）・西田原 

北 
羽根（本町担当地域を除く）・菩提・

横野・戸川・三屋 

④大根地域高齢者支援センター 

秦野市下大槻１７３ 

（高齢者地域交流センター ぷらっと内） 

TEL  ７６－５２０８ 

FAX   ７６－５２０９ 

mail syonan-houkatsu@kanagawa-swc.com 

大

根 

北矢名（鶴巻担当の地域を除く）・南

矢名・下大槻・南矢名１～５丁目 

鶴

巻 
鶴巻南１、２丁目の一部 

東 
名古木４－２ 

県営アメニティー名古木 ２号棟 

  

mailto:zaisi@sankikai.or.jp
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※ご利用時間は、各地域高齢者支援センターいずれも月曜日～金曜日の午前９時～午後５時

（祝祭日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

※その他、前記以外に地域により自治会がかかわっている諸団体があります。 

  

           名   称 担当地区名及び大字、居住地番 

⑤西地域高齢者支援センター 

秦野市並木町５－５ 

TEL  ７３－５７５１ 

FAX  ７３－５７５２ 

 

西 

並木町・弥生町・春日町・松原町・

堀西・堀川・堀山下・沼代新町・柳

町１、２丁目・若松町・渋沢の一部・

栃窪の一部・平沢の一部 

上 菖蒲・三廻部・柳川・八沢 

⑥渋沢地域高齢者支援センター 

秦野市渋沢１１２４－５（常磐ハイツ101） 

TEL  ７９－６５３２ 

FAX  ７９－６５３１ 

mail  shibusawa-kourei@hadano.or.jp 

西 

萩が丘・曲松１、２丁目・渋沢１～

３丁目・渋沢（西担当の地域を除

く）・千村・渋沢上１、２丁目・栃窪

（西担当の地域を除く）・千村１～

５丁目・平沢４３２番地 

⑦鶴巻地域高齢者支援センター 

秦野市鶴巻北３－２－２５（メプレスビル３階） 

TEL  ７９－９０４０ 

FAX  ７９－９０４１ 

mail tsurumaki-houkatu@sankikai.or.jp 

大

根 
北矢名（大根担当の地域を除く） 

鶴

巻 

鶴巻・鶴巻北１～３丁目・鶴巻南１、

２丁目（大根担当の地域を除く）・

鶴巻南３～５丁目 



24 

 

５   住みよい地域づくりのためのＱ＆Ａ 

 

  自治会と行政との間には、「住みよいまちをつくりあげる」という共通の目的があ

ります。中でも住民に一番密着している市の行政とは、深くかかわっています。 

  そこで、自治会と市の行政がかかわる部分を中心に、Ｑ＆Ａ形式で問題解決への

手がかりになればと整理しました。 

 

    回覧依頼について  

Ｑ  行政以外にも民間企業や福祉団体から物資の斡旋等の回覧依頼がき

ますが、どのようにすればよいでしょうか。 

Ａ  行政回覧については、自治会連合会と市とでル-ルを決めています。民間企業や

福祉団体から物資の斡旋等の回覧依頼をすべて受けると、膨大な量になってしま

うといった悩みがあります。自治会は自治会員の福祉向上、自治会活動などのた

めに必要な情報の提供ということで、回覧という方法を採用しています。回覧

は、会員の協力と負担の上に成り立つ方法なので、それらの扱いについて、どの

ようなものを回覧するかといったルールを決めておくのも方法です。 

 

 

     回覧の停滞解消について  

Ｑ  自治会内の回覧物が各世帯で停滞し、組等で最後の世帯へ回るころ

にはチラシ内の行事等が終わったあとのようなことがありますが、ど

のように改善すればよいでしょうか。また、送られてきた回覧物等に

不足が生じた場合はどのようにすればよいのですか。 

Ａ  行政回覧については、ル-ルに従って毎月1日、15日（１月は15日のみ）に

会長宅に到着するようになっております。自治会員の中には単身世帯や共稼ぎ世

帯もあり、どうしても回覧が停滞してしまうことがあります。改善方法として

は、組の世帯数を余裕を持って回覧できるように編成替えを行うことが考えられ

ます。また、各世帯で回覧を次の世帯に回す場合に、日付けを入れる等の工夫を

し、会員の自覚を促すことも大切です。 

    送付された回覧物に不足が生じた場合はそれを発行した市の担当課、機関等へ

直接連絡してください。 

    また、組・世帯数に変更がある場合は、自治会連合会事務局まで、早急に連絡

してください。 

            問い合わせ  市民活動支援課 ℡82-5118  
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   マンションの管理組合と自治会について  

Ｑ  マンションの管理組合と別に自治会をつくる意味はどこにあるのでしょうか。 

Ａ  マンションの管理組合は区分所有者全員を構成員として共用部分の維持管理を

行うことを目的とする団体です。この場合、区分所有者がマンションに居住して

いるか否かは関係が有りません。他方自治会はマンション居住者を単位として、

居住者の生活向上・親睦を目的とする団体です。自治会は結成も任意であり居住

者の加入・退会も自由です。区分所有者がマンションに居住していない場合や他

の場所に転出して、第三者に賃貸する例が多くあります。そうなりますと、マン

ションに居住する者が、区分所有の有無に関係なく、居住者としての立場で自治

会の活動をすることは、快適な生活を送る上で大変意義が有ります。 

問い合わせ  市民活動支援課 ℡82-5118  

 

       

     自治会掲示板の設置について  

Ｑ  自治会掲示板を設置したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。 

Ａ  自治会掲示板の設置については、自治会の経費で設置してください。そのた

め、壊れた時の修繕についても、自治会で負担していただくことになります。な

お、防災目的の掲示板の設置については、市の補助金対象になる場合があります

ので、防災課に相談してください。 

                  問い合わせ 防災課 ℡82-9621  

 

 

     ＮＰＯ法人格の取得について  

Ｑ  自治会は、特定非営利活動団体（ＮＰＯ(Non-Profit Organizaitionの略)）の

法人格を取得できるでしょうか。 

Ａ  ＮＰＯでは、会員の資格が、誰でも自由に会員になれること、活動内容が閉鎖

的な内容でなく、地域に開かれた内容であることが要件とされ、この要件を満た

せば基本的にＮＰＯの法人格を取得することも可能になります。その場合〇〇〇

自治会という名称から他の名称へ変更する必要性がでてきます。 

（県民総務室より） 

    しかし、自治会の会員の資格取得には、地縁による制限が設けられています。

また、一定の地域を限定して活動の基盤としていますので、それらの点をクリアし

なければＮＰＯの法人格を取得できませんので、現実的には、ＮＰＯ法人格を取得

することは、自治会の性格からみて、できないといえます。自治会は地方自治法上

で一定の要件の下に「地縁による団体」として、法人格を得ることができるように

なっています。             問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  
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     夜間違法駐車対策について  

Ｑ  夜間違法駐車の車が自治会内に目立ちますがどのような方策を講ず

ればよいでしょうか。 

Ａ  長時間の路上駐車は、ルール違反であるばかりでなく、通行の妨げになり事故

の原因にもなることはだれもが理解できるところです。しかし、実際にはなかな

か後を絶たず、住み良い地域づくりを目指す自治会にとって頭の痛い問題です。

自治会には違法駐車を取り締まる権限がありませんので、交通安全対策部長を中

心に、運転者一人一人が自覚を持つように、会員相互で注意しあったり、啓発チ

ラシの配布などをしたり、啓発運動を粘り強く行うことが大切です。 

    駐車違反の取締りは警察署が行うものですので、悪質な場合については、警察

に通報しましょう。 

問い合わせ 秦野警察署  ℡83-0110 地域安全課 ℡82-9625  

 

 

 道路標識について  

Q 道路標識が倒れていますが、どこに連絡すればよいでしょうか。 

Ａ  道路には標識等が設置されております。標識の内、通行止めなどの交通規制標識

や横断歩道などの指示標識は、交通管理者（県の公安委員会）の設置で、秦野警察

署が維持管理にあたっています。案内標識や警戒標識（黄色地に黒）は、道路管理

者が設置し、管理しています。壊れていましたらご連絡ください。 

  問い合わせ 規制標識・指示標識は、    秦野警察署  ℡83-0110  

案内標識や警戒標識は、（市道）建設管理課 ℡86-6153  

（国・県道）国県事業推進課 ℡82-5746  

 

 

     カ－ブミラ－の設置について  

Ｑ  カ－ブミラ－を設置して欲しいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

また、壊れたり見にくい場合にはどうすればよいのでしょうか。 

Ａ  カ－ブミラ－の設置には市では一定の取り扱い基準を設けていますが、Ｔ字路

やカ－ブになっている所で危険と思われる箇所については、個別に相談をしてく

ださい。既存ミラ－の方向修正や面交換についても、要望がある場合は相談をし

てください。 

                問い合わせ 建設管理課 ℡86-6153  
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     横断歩道や信号機の設置について  

Ｑ  自治会内の交通が激しい場所に横断歩道又は信号機を設けてほしい

のですが、どのようにすればよいでしょうか。     

Ａ  横断歩道や信号機の設置は、神奈川県の公安委員会が所轄しています。設置に

ついては、交差点の形状、交通量、横断歩行者数など交通実態を総合的に考慮

し、これらの箇所の優先度をみながら順次設置されているとのことですが、緊急

に設置を要する箇所が多いことに加え、用地取得の必要な箇所等もあり、要望か

ら実現までには、かなりの期間を要するケ－スが多くなっている現状です。 

問い合わせ 秦野警察署  ℡83-0110 地域安全課 ℡82-9625  

 

     交通規制について  

Ｑ  通勤の車が抜け道として通学路に入ってこないように交差点の交通

規制ができないでしょうか。 

Ａ  交通規制は、神奈川県の公安委員会が所轄しています。交通規制は、生活道路

としての利用者にも大きな影響を与えるため、道路構造、交通量、迂回道路等の

交通実態ばかりでなく、地元の方の総意の確認も踏まえ、総合的に検討され実施

されています。 

問い合わせ 秦野警察署  ℡83-0110 地域安全課 ℡82-9625  

 

     道路・公園等の占用について  

Ｑ  道路・公園等の一部を自治会の行事で一時的に使用したいのです

が、どのようにすればよいでしょうか。 

Ａ  占用とは、自治会の行事で一時的に道路や公園を使用することで、この場合に

は、それぞれの管理者の占用許可が必要になります。 

 問い合わせ（市道）建設総務課 ℡82-9635  

（市立公園）公園課 ℡73-8612 

 （国･県道） それぞれの道路管理者 

 道路照明灯について  

Ｑ  道路照明灯がありますが、管理はどのようになっていますか。 

Ａ  道路の照明灯には、大きく分けると街路灯と防犯灯があります。 

    道路管理者が夜間における交通の安全と円滑化を図るため、必要がある場合に

設置した照明施設を通常「街路灯」といいます。 

    また、秦野市防犯協会に帰属し、自治会又は防犯灯管理組合が管理するもの

で、交通安全と犯罪防止のために必要がある場所に設置した照明施設を「防犯

灯」といいます。これ以外にも商店街で設置したものや、公園や病院などの施設
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管理を目的とした照明もあります。 

    街路灯と防犯灯には各々にプレ－トが付けてあり、管理者とプレ－ト番号が記

載されています。通報の際にはこの番号を控えて連絡をされるとよいでしょう。街

路灯の管理は道路管理者、防犯灯の日常管理は自治会で、新設、建て替え、移設な

どは防犯協会で役割分担をしています。 

  問い合わせ 市道の街路灯は、建設管理課 ℡86-6153  

国・県道の街路灯は、それぞれの道路管理者 

防犯灯は、防犯協会事務局(地域安全課内) ℡82-9625  

公園灯は、公園課 ℡73-8612  

 

    防犯灯の設置について  

Ｑ  防犯灯を設置して欲しいとの話がありますが、どのようにすればよいでしょう

か。また、防犯灯の球が切れた場合はどのようにすればよいでしょうか。 

Ａ  新しく防犯灯の設置を希望するときには、自治会を通じて防犯協会事務局に申

し出てください。(建て替え、移設も同様) 

    防犯灯の日常管理は自治会で行うことになっていますので、定期的に防犯灯の

球切れ等がないか確認いただき、修理等についてはそれぞれ防犯灯の番号と修繕の

内容を防犯協会提携先のコールセンターに連絡してください。 

  問い合わせ 防犯協会事務局(地域安全課内 ℡82-9625  

コールセンター ℡0465-34-0858  

 

 ごみの不法投棄について  

Ｑ  自治会の区域内の空き地にごみの不法投棄があります。どこへ連絡すればよい

でしょうか。 

Ａ  不法投棄は犯罪です。発見したら秦野警察署へ通報してください。また、看板

設置等のご相談は、環境資源対策課に連絡してください。 

不法投棄は、草などが茂っている人目のつかない場所に投棄されやすいため、日

頃から所有者が草刈りなどを行い、きれいに管理しておくことが大切です。市では

美化活動や不法投棄パトロールなどを行い、ごみを捨てないように呼び掛けていま

す。 

 問い合わせ 秦野警察署 ℡83-0110 環境資源対策課 ℡82-4401  
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     ごみの収集場所の設置について  

Ｑ  ごみの収集場所をつくるにはどのようにしたらよいでしょうか。ま

た、その管理は、どうしたらよいでしょうか。 

Ａ  新たにごみ収集場所をつくる際は、環境資源対策課へ御相談ください。 

市では、現行の収集場所の状況や利用世帯数、新たな場所が収集場所として適切か

どうか、収集作業や収集車の通行に支障がないかなど、総合的に判断し、認めてい

ます。 

ごみ収集場所は、自治会未加入の方も利用することができます。そのため、収集

場所の維持管理については、利用者の皆さんで清掃当番等を決め、清掃等を行って

ください。ルールやマナーを守り、皆さんで適正な管理をしてください。 

               問い合わせ 環境資源対策課 ℡82-4401  

 

 

   粗大ごみの出し方について  

Ｑ  粗大ごみを出したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。 

Ａ 一辺の長さが50センチを超えるものが粗大ごみで、ごみ収集場所には出すこ

とができません。 

環境資源センターに自己搬入する方法か、戸別収集を依頼する方法があります。 

自己搬入の場合は、1個300円（現金）の手数料がかかります。 

自己搬入できない場合は、戸別収集をご利用ください。戸別収集を依頼する場

合は、地域ごとに定めてある収集日の１週間前までに、電話予約（℡82-

0053）をしてください。受付時間は、午前8時30分～午後４時まで、１回に

5個を上限として申し込みができます。（市役所閉庁日は除く。また、インターネ

ットによる予約も可能です。市ホームページ

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/） 

予約後、市の指定する証紙販売店（コンビニなど）で粗大ごみ証紙（１枚

650円）を購入し、名前を書いて申し込んだ粗大ごみに貼り、必ず収集当日の朝

8時30分までに、玄関前など申込み時に決めた場所に出してください。 

              問い合わせ 環境資源対策課 ℡82-4401  
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   動物の死体の処理について  

Ｑ 犬や猫などの動物が死んだときは、どのようにしたらよいでしょうか。 

  また、道路などで死んでいる飼い主不明の犬や猫などは、どのようにしたら  

よいでしょうか。 

Ａ  飼い犬や飼い猫などの合同埋火葬の受付を環境資源対策課で行っています。た

だし、合同埋火葬のため、立会いやお骨の持ち帰りは、出来ませんのでご注意く

ださい。ダンボールに入れて、ガムテープ等で封をし、環境資源センターまでお

持ちください。 

  手数料は、１体5,830円です。 

  受付時間は、年末年始を除く午前8時30分～午後5時までです。 

  なお、道路で死んでいる飼い主不明の犬や猫などは、市で回収を行いますの

で、環境資源対策課に連絡してください。 

  また、私有地に立ち入っての回収はできません。お近くの収集場所に置き、環

境資源対策課まで連絡してください。 

問い合わせ 環境資源対策課 ℡82-4401  

  

 害虫駆除について  

Ｑ  害虫が広場に発生しましたが、だれが駆除すればよいでしょうか。 

Ａ  自治会が管理している広場であれば自治会、また、民有地の広場であれば土地

の管理者や所有者が責任を持って駆除しなければなりません。 

    なお、公共施設の公園や道路の街路樹等につく樹木の害虫の駆除は、施設を管

理している公共団体が行いますので気が付いたら連絡するようにしましょう。 

        問い合わせ （市道）建設管理課 ℡86-6153  

（国・県道）国県事業推進課 ℡82-5746  

（市立公園）公園課 ℡83-8612  

  

   

 空き地の管理について  

Ｑ  隣の空き地に草が生えて、困っていますがどうしたらよいでしょうか。 

Ａ  土地は所有者が管理するもので、直接自治会等で、隣地の所有者に草刈り等の

お願いをしていただくことになります。それでも対応がなされない場合には、市

で所有者に草刈りの依頼文を出してお願いします。 

               問い合わせ 生活環境課 ℡86-6037  
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 空き家の管理について  

Ｑ  隣の空き家で、草が生えていたり枝が張り出したりして困っていま

すが、どうしたらよいでしょうか。 

Ａ  空き家の管理は所有者が行う必要がありますので、所有者等が判明している場

合は、直接自治会でお願いをしていただいて構いません。それでも対応がなされ

ない場合等は、市で所有者等に管理の依頼をしています。 

問い合わせ 交通住宅課 ℡82-9642  

     ペットの飼い方等について  

Ｑ  犬や猫のふんが散策路などで放置されていたり、鳴き声が大きかっ

たりして困っています。また、野良犬や猫を見かける事が多いのです

が、何か対応策はありませんか。 

Ａ  飼い犬や飼い猫のふん、鳴き声等については、飼い主が分かる場合は、適正な

飼い方の指導を県平塚保健福祉事務所秦野センターが行います。 

また、まちを清潔に保つためには、自治会や地域の方々の協力による啓発活動が

不可欠です。市（生活環境課）では、犬等のふんの処理を呼びかける啓発用の看板

を用意し、一人2枚まで無料配布していますので、ぜひご利用ください。 

野良犬や係留されていない（つながれていない）犬を見かけた場合は、捕獲を行

いますので、県動物愛護センターに連絡してください。捨て猫や飼い主のいない猫

に、無責任なエサやりをしている人を見かけた場合は、「秦野市猫の適正飼育ガイ

ドライン」を参考にしてください。相談等については、市（生活環境課）又は県平

塚保健福祉事務所秦野センターに連絡してください。 
 

問い合わせ 飼い方指導等は、県平塚保健福祉事務所秦野センター ℡82-1428       

係留されていない犬は、県動物愛護センタ－ ℡58-3411 

猫のガイドラインは、生活環境課 ℡86-6037 

 

    自主防災について  

Ｑ  自主防災は、なぜ必要なのでしょうか。 

Ａ  自然災害から生命・財産を守っていくには、個人には限界があり、行政や防災

関係組織だけでも全て対応できるものではありません。隣近所の人々が助け合

い、行 政とも協力して、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という地域ぐる

みの共同防災活動が大切です。大規模災害時には、消防や自衛隊はすぐに駆け付

けることができません。もし、火災が発生したり、家の下敷きになって逃げ遅れ

たりした人がいたら、そこで初期消火や救出活動できるのは、そこにいる人たち

しかないのが現実です。 

    阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、令和元年東日本台風等の例を挙

げるまでもなく、それぞれが精一杯の活動をできるだけ有効に行う必要があり、
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そのために、平常時から地域のコミュニケ－ションを取り合いながら、役割分担

を定めた自主防災組織を形成していくことが必要になります。自然災害は、いつ

どのような形で襲ってくるかわかりません。日ごろからきめ細かな防災計画を立

て、訓練を積み重ねることが大切です。 

   市からの支援としては、防災備蓄倉庫の設置や防災資機材の購入に対する助成

制度、自治会オリジナルの防災マップ作成支援があります。また、各避難所（各

小・中学校及びカルチャーパーク総合体育館23か所）には避難所運営委員会を

設置し、災害時の避難所の運営体制を整備しています。   

             問い合わせ 防災課 ℡82-9621  

    

  募金活動について  

Ｑ  赤十字会員増強運動、共同募金運動（赤い羽根）、市社会福祉協議会

普通会員募集運動と年３回の募金活動がありますが、なぜ自治会が集

めるのですか。また、自治会によっては、募金を自治会費から出して

いるところもありますが、この方法はいかがでしょうか。 

Ａ  共同募金は、アメリカなどでは企業からの募金が主体になっています。日本で

は、個人や職域でも募金活動が行われていますが、自治会を通じて集める戸別募

金が主になっています。こうした背景から、地域に数ある団体の中で、住民の多

数が加入する自治会は、その代表的で最大規模のものですから、各種募金団体等

は組織力のある自治会に協力依頼をしているところです。 

   日本赤十字社に社資として納められたものは、日赤全体の事業のほかに、地域

での被災援護や献血事業などにも使われています。共同募金の場合もその一部が

市社会福祉協議会を通じて、地区社会福祉協議会に分配されています。また、市

社会福祉協議会が目指す「地域福祉の向上」は、自治会の目的と重なる部分があ

りますので、自治会でも市社会福祉協議会の普通会員募集運動に協力していま

す。市社会福祉協議会では、集まった会費の3割は、市社会福祉協議会の地域福

祉推進事業に、6割は、地域福祉を担う各地区社会福祉協議会に、1割は、各地

区自治会連合会の事業に充てられます。 

    自治会費からの募金支出については、募金の主旨からすれば、個々の世帯から

自主的に寄せられるのが本来の形ですが、自治会の中には世帯数が多いところや

単身世帯等で留守がちの世帯が多いなどの理由で、実態として募金活動が思うよ

うにいかない場合があります。この点については、本来の募金の主旨を念頭に、

個々の会の運営と募金の協力状況などを考慮して、各自治会の実情にあった方法

で実施してください。 

   問い合わせ 共同募金、市社協会員募集は、市社会福祉協議会  ℡84-7711 

日赤は、地域共生推進課 ℡82-7392 
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    自治会行事と宗教について  

Ｑ  自治会行事と神社の祭りなどとの関係について、どのように対応し

たらよいのでしょうか。 

Ａ  自治会そのものが特定の宗教活動をすることは、互いの信教の自由を認めてい

る状況の下では、不適当なことで、地域の神社の維持管理・修理の費用の寄付・

宗教行事への参加・役当番を自治会組織を通して割り当てることは、各個人の自

由であるべき信教の自由を侵す恐れがあります。 

    自治会が組織として宗教行事を行うことは先にあげた理由により、慎しまなけ

ればならないと思われます。 

    神社の維持管理・修理等の費用の寄付や宗教行事への参加・役当番は、その神

社の氏子集団が主催し、それへの自由な協力を得て行うべきで、そのような問題

意識をもって、対処することが大切です。 
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６   自治会の運営 

(1) 運営方法 

     自治会活動は会員の総意によるもので、会員本位の自主的かつ民主的な運営が

行われなければなりません。 

    会員に自治会の一員であることの自覚を持ってもらうと同時に、他の会員の 

立場を理解し尊重し、積極的に人間関係を良くしていこうとする努力の積み重ね

の上に自治会活動が形成されています。（相手からの協力は、自分から進んで協

力することによって、初めて得られるとも言えます。） 

      運営方法については、総会や臨時総会などで、より多くの会員の意見を取り 

入れ、民主的に決定していくためには、次の様な点に留意した運営が望まれま

す。 

①  会員に分かりやすい規約（会則）を定め、運営方法を明確にする。 

②  合議制で会議を進め、世代や性別に偏りがないように民主的に運営をしてい 

く。 

③  多くの人が参加し役割分担ができる組織づくりをする。 

④  会員の善意により無償で行われる活動ですから自治会にかかわりのあるす 

べての人々に対して、その意思決定までの手順や活動の内容、財政を含む組 

織運営の実態が分かるように、文書などを活用して自治会の全容について透 

明性を持たせる。 

    ⑤  必要な書類の保存をすると共に必要な情報の公開についても対応できるよ 

うに配慮する。 

 

(2) 役員の構成 

会を代表する会長、副会長の他に、会計、書記、監事、専門部長などの運営に

必要な役員を置きます。 

 

(3) 役員の選出方法・任期 

役員の選出方法については、選挙や輪番など色々とありますが、民主的で会員

の意見が反映できる方法を、規約等で決めておく必要があります。役員の任期

は、１年もしくは２年ですが、運営上の理由から２年制が望ましいです。 

 

(4) 自治会の会費 

    自治会は、その会の年間の支出予算に応じて収入予算をたて、一定の基準で世

帯主が拠出しています。 

     自治会の地域的環境やその他の実情により、年間の所要経費に差異があるた

め、会費は各自治会によって異なっています。 

(5) 自治会の組の規模 

    自治会の中の組の規模については、具体的な数字を挙げることは困難ですが、
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連絡、活動運営などが円滑に行える規模が望ましいといえます。 

(6) 意見や問題 

    地域で生活していく上で抱えている具体的な問題やこれに対する意見には、み

んなの問題として考えていかなければなりません。 

    多くの会員の意見や考え方を聞き、民主的に解決を図る努力が必要になりま

す。 

 

(7) 活動の報告 

   前年度の事業実績報告や収支決算、会計監査報告は、必ず会員の方に周知する

必要があります。新年度の総会で報告する方法が一般的です。 

    また、新年度事業計画や新年度収支予算は、総会に諮り決定することが大切で

す。 

 

(8) 自治会加入への呼びかけ 

    地域内の転入者の方には、忘れずに自治会加入の呼びかけを行ないましょう。 

一軒一声掛け運動 組長、自治会長、一人一人が一軒一軒、加入の呼びかけを実

施しましょう。 

集合住宅向け加入促進運動 未加入世帯の多いマンション管理組合に自治会加

入呼びかけをしましょう。 

 

(9) 規約の見直し 

    自治会の運営に支障がある場合には、規約の見直しをすることにより、より良

い結果が得られるケ－スが多いようです。 
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７   自治会役員の役割 

(1)  役員の役割 

    ①  会長 

         自治会を自主的、民主的に運営していくには、その組織を取りまとめるため、対外

的にも、内務的にも代表の方が必要です。それが自治会長です。 

       会長は、各自治会の会則等に従い、会を総務し、その活動の中心になっていただく

重要な役割を担っています。 

 

②  副会長  

        副会長は会長を補佐し、会の円滑な運営に寄与し、会長が不在や事故等のときに

は、会長の職務を代行する役割を担っています。 

 

③  書記 

        会務を記録し、会の内外への連絡、広報などをします。 

 

     ④  会計 

         自治会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理します。 

 

      ⑤  監事 

         会の会計等を監査します。法人化を実施した自治会は、業務監査等も含みます。 

 

      ⑥  専門部長 

         会の日常的活動を多様に行うために専門部を設置しますが、その専門部を代表す

る役割を担っています。 

 

      ⑦  専門担当員 

          会活動の特定分野を行うために専門担当員を設置します。 

 

      ⑧  組長 

          組内会員の意見を役員会に伝えたり、会務の決定に参加したりする代議員的な役

割と、決定された活動の実施主体という執行部的な役割の両方の性格を持っていま

す。 

 

     ⑨  自治会役員のその他の役割 

         自治会の会務の執行を円滑に行う上で必要な役員が置かれていますが、広い地域

が一体となって活動することが効果的な結果を得られる活動もあり、これらの「地

域活動」への参加も役員やその代理の方の役割となっています。 

        市内には、防犯活動を目的とした防犯協会、交通安全活動を目的とした交通安全対
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策協議会などの団体があり、各自治会の役員が構成メンバ－となっています。 

      役員は、各分野における自治会の代表として、地域環境の向上のために団体全体の活

動に参加し、そこで得た情報を自治会員に伝えるという役割も担っています。 

 

(2)  各専門部・専門担当員 

   ①  交通対策部 

      自治会活動を通じて交通事故を防止するため、昭和４５年６月自治会内に交通対

策部が設けられました。 

      交通対策部の業務内容は、地域住民の交通安全意識を高揚するための交通安全思

想の普及、身近な交通環境の整備、情報活動などです。具体的には、交通安全に関

する学習会等の開催、カ－ブミラ－等の交通安全施設の点検調査等を実施していま

す。 

     主な活動内容 

    (ｱ)  春･夏･秋･年末年始の交通安全運動への参加 

    (ｲ)  交通安全街頭指導 

    (ｳ)  交通安全情報の伝達 

    (ｴ)  その他交通対策事業 

 

   ②  防犯対策部 

      自治会を拠点として、犯罪のない明るい町づくりを推進するために、防犯対策部長を

中心に防犯研修会等の開催、防犯パトロ－ル、防犯灯の点検等を効果的に実施する目的

で、平成元年４月、 防犯協会の見直しに伴い設けられた制度です。 

     主な活動内容 

    (ｱ)  防犯灯の維持点検、修繕の連絡、設置・移設の申請 

    (ｲ)  春･夏･秋･年末年始の地域安全運動(防犯運動)への参加 

    (ｳ)  防犯情報の伝達 

    (ｴ)  その他防犯対策事業 

 

③  自主防災会（部） 

住民が主体となって取り組む自主防災活動組織です。自治会内に位置付け、組織体制、

規約を定め、日常的活動をしています。 

    主な活動内容 

   (ｱ)  防災訓練への参加 

   (ｲ)  防災資機材の整備管理 

   (ｳ)  地域防災マップの作成 

   (ｴ)  その他防災活動 
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 ④  募金担当員 

      赤十字会員増強運動及び共同募金の寄附金等のとりまとめをしています。 

    主な活動内容 

    (ｱ)  募金担当員を対象とした地区説明会への出席 

    (ｲ)  自治会内において自治会会員への募金協力を依頼 

    (ｳ)  寄附金等をとりまとめ窓口へ現金を納入 

 

  ⑤  廃棄物減量等推進員 

      ゴミ処理事業は行政だけでなく、市民一人一人の自覚と協力が必要で

す。自治会内におけるリサイクル運動への参加、不法投棄防止等に対し

て、地域と行政との一体的取組を促進します。 

    主な活動内容 

     (ｱ)  分別ル－ルの周知 

     (ｨ)  収集場所での立会い 

     (ｳ)  収集場所利用者の清掃当番制の徹底 

     (ｴ)  分別ル－ル周知キャンペ－ンの開催 

     (ｵ)  不法投棄者の通報 

     (ｶ)  集団回収、美化清掃等への参加呼び掛け 

     (ｷ)  収集場所の美化キャンペ－ンの実施 

     (ｸ)  自治会内、隣接自治会と収集場所の調整 

     (ｹ)  リサイクル指導員との連携 
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８   自治会関係団体年間予定 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

自
治
会
関
係 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 
お休み 

役員会 

企画会 

地区連合

正副会長

会議 

定期総会 

（市連合） 
  

自治連 

だより 

配布 

 

自治会会長会議（地区連合会） 

ふれあいまつり（地区連合会ほか） 

交

通

関

係 

交通環境の改善に関すること、各地交通安全研修会の開催 

 

夏の全国 

交通 

安全運動 

 

   

防

犯

関

係 

春の全国

地域 

安全運動 

  

夏の全国

地域 

安全運動 

  

防犯灯の管理、防犯パトロール、車両による防犯広報 

各地区防犯研修会の開催等、防犯かながわ・はだの防犯だより配布 

そ

の

他 

日本赤十字会員 

増強運動説明会 
   

社会福祉協議

会普通会員募

集運動説明会 

丹沢 

まつり 

市民 

体育祭 
   

たばこ 

祭 

 
廃棄物減量等  

推進活動説明会 

防災指導

員等研修

会 

 
総合防災 

訓練(市) 

市内一斉 

美化清掃 

     

赤い羽根 

共同募金 

（説明会） 
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予定については変更になることがありますのでご注意ください 

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 特記事項 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 

役員会 

企画会 

毎月第３木

曜日に開催 

    自治連 

だより 

配布 

  

自治会会長会議（地区連合会） 

ふれあいまつり（地区連合会ほか） 
 

交通環境の改善に関すること、各地交通安全研修会の開催  

秋の全国

交通安全

運動 交通防犯 

市民の 

つどい 

年末の 

交通事故

防止運動 

    

秋の全国

地域安全

運動 

年末年始

特別警戒 

地域安全

運動 

    

防犯灯の管理、防犯パトロール、車両による防犯広報 

各地区防犯研修会の開催等、防犯かながわ・はだの防犯だより配布  

社会福祉協議会 

普通会員募集運動 
    

 

（その他） 

行政からの

回覧 

 

まちづくり

事業 

 

公民館だよ

りの配布 

 市民の日     

 
秋の火災

予防運動 

歳末火災

特別警戒 
  

春の火災 

予防運動 

赤い羽根 

共同募金 

年末たすけあい 

共同募金運動 
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９   回覧等の文書が家庭に届くまで 

市役所から自治会回覧等の依頼があった際のル－ルを自治会連合会として、

市と協議し、次のように決めています。 

   ここで回覧等とは、組回覧、全戸配布、ポスター等の掲示をいいます。 

   回覧等を依頼する課で、その必要性の検討を行い、安易な依頼はしないように

しています。回覧等を止むを得ないと判断されるものの取扱要領を遵守し、極力

減らすように、努めています。 

 

 【回覧物が家庭に届くまで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所 

自治会長宅 

※市民活動支援課から一斉発送日に一括で送付 

班長・組長へ 

各家庭へ 

各班・組の回覧ルールに従って回覧する 

① 回覧物の作成（依頼文等も作成） 

② 回覧を依頼する課は、自治連事務局（市民活動支援課）に相談 

③ 必要性の検討 

④ 協議の結果、自治連の収受印の押印（自治会長宛の依頼文に） 

組回覧を行うものには組回覧と記載する 

⑤ 回覧物の仕分け 

発送する自治会ごとに仕分けを行う 

⑥ 発送準備が整ったら、自治連事務局（市民活動支援課）に持参 

⑦ 自治連事務局（市民活動支援課）で発送するための梱包等を実施 

 

回覧等の到着する目安…毎月１日・15 日 

           （１月は 15 日のみ） 

郵送物が届いたら、班長・組長へ回覧を依頼 

各班・組へ回覧を行う 
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10   防犯灯の管理制度 

    防犯灯は各自治会で設置し、維持管理も自治会費で負担していました

が、平成３年１０月１日より、防犯灯の所有権が自治会から防犯協会へ

移管され、防犯灯を正常な状態で維持管理していくため、自治会と防犯

協会ではそれぞれ役割を分担することになりました。 

   また、平成２７年度から防犯灯ＥＳＣＯサービスがスタートし、電気代

の削減、防犯灯管理システムによる一元管理、自治会への負担の低減が

実現されました。 

   今後も、自治会と防犯協会の役割の中で、適切な防犯灯の管理をして

いきます。 

 

  

 【防犯灯修繕の流れ】 

 

① 球切れなどで、修繕が必要な場合は、防犯灯に取り付けてある防犯灯管理プレート

を確認し、自治会名、防犯灯管理番号及び必要な修繕の内容を自治会の防犯対策部長

に通報します。ただし、ポールの根腐れ等による建替えなどについては、防犯協会事

務局へ連絡します。 

② 球切れ等の連絡を受けた防犯対策部長は、防犯協会提携先のコ 

ールセンターに修繕を依頼します。 

③ コールセンターにて受け付けられた修繕依頼は、地元電気工事 

店が修繕します。 

④ 防犯対策部長から球切れ等の通報を受けた電気工事店は、原則 

として３日以内に修繕します。 

⑤ 修繕後、電気工事店からコールセンターに報告があり、防犯灯 

管理システムに反映されます。 

⑥ 防犯対策部長は、防犯灯の状況を月1回巡回パトロール（25   

日前後に実施）し、その内容を4か月分記録した巡回調査表を   

指定の封筒に入れ、翌月の10日までに防犯協会事務局に提出し   

ます。 

⑦ 防犯協会事務局は、年間の維持管理料を事業者へ支払います。 

問い合わせ 防犯協会事務局（地域安全課内）℡82-9625  

 コールセンター ℡0465-34-0858  
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11   自治会活動支援について 

 地域社会の形成に欠かせない自治会活動を支援するため、次のような支

援制度があります。制度の利用に当たっては、事前に申請時期や補助要件

等の詳細を担当課へ相談するようにしてください。 

 

(1)  自治会交付金 

交付金は、自治会長活動、環境・衛生活動、交通対策活動、防犯対策活動その他自

治会活動全般の経費について充てることができます。ただし、神社祭礼等の宗教活動

への支出はできません。手続として、年度当初の概ね５月に申請手続が必要です。ま

た、年度が終了する３月に実績報告が必要です。 

問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  

(2)  自治会館建設等補助金 

   自治会館を新築、修繕する場合に費用の一部を補助する制度です。新築、修繕ご

とに事前に予算計上する必要がありますので、新築、修繕をする前年の８月までに

市へ要望書及び見積書を提出してください。また、自治会館の借地料の一部を補助

する制度もあります。 

問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  

 

(3)  市民によるまちづくり（事業通常）交付金 

   住民自治意識の高揚を図り、コミュニティ活動の健全な育成に資するため、市民

によるまちづくりのための事業を実施する地域に対して交付しています。 

問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  

 

(4)  市民によるまちづくり交付金（まちづくり拠点） 

   まちづくり委員会に対して地区のまちづくり拠点としての賃借料および光熱水費

について交付しています。１地区１か所のみとしています。 

   月額賃借料の１/２の額（50,000円を上限）に対象月数を乗じた金額と光熱水費

の負担が生じる場合には、１か月ごとに10,000円に対象月数を乗じた金額を加算

した金額とする。 

問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  

 

(5) 地域まちづくり計画推進交付金 ※令和３年度から開始 

   各地区のまちづくり委員会の地域まちづくり計画に位置付けられている事業に対 

して交付しています。 

    １地区あたり100万円を上限としています。 

  令和２年度までの特別事業交付金の交付を受けていた事業を継続実施する場合に

は、その事業に対しての交付額は20万円を上限とします。 

問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  
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(6)  市民によるまちづくり交付金（財産区支援） 

   各財産区から市一般会計への繰入金に基づき、交付金を交付しています。交付金

額等については、各地区のまちづくり委員会と担当課でその都度協議しています。 

問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  

 

(7) コミュニティ事業交付金 

   財団法人自治総合センター主管の一般コミュニティ助成事業に採択

された事業に対して交付しています。８地区の輪番制で申請を行ってい

ます。           問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  

 

(8)  廃棄物減量等推進活動交付金 

交付金は、ごみ収集場所の維持管理や、美化意識啓発等の活動経費と

して使用してください。手続きとして、年度当初の概ね５月に申請手続

が必要です。また、年度が終了する３月に実績報告が必要です。 

問い合わせ 環境資源対策課 ℡82-4401  
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12   自治会活動中の事故について 

 

 

 

「市民活動補償」とは、みなさんが地域でボランティアやコミュニティ活動を安

心して行えるように補償するための保険です。自治会での活動中、例えば市内一斉美化

清掃の活動中にケガをしたり、過失により損害賠償責任が生じたりしたときなど、申請

によって支払われるものです。 

（注）活動の内容によっては、補償の対象にならないことがあります。 

傷害補償 

補償項目 補償限度額 

通院補償 １日2,000円（９０日を限度） 

入院補償 1日3,000円（１８０日を限度） 

後遺障害補償 
５００～１５万円 

（熱中症、細菌性中毒、ウィルス性食中毒は300万円） 

死亡事故 
５００万円 

（熱中症、細菌性中毒、ウィルス性食中毒は300万円） 

賠償責任事故 

内容 支払い限度額 

賠償責任 
身体賠償1名につき   １億円 

１事故につき         5億円 

 

もし事故が起きてしまったら… 

 ①市民活動支援課に電話で連絡 

 ②書類の提出 

▶事故報告書    ▶当日の参加者名簿 ▶会則、規約 

▶年間の活動計画表 ▶当日の活動チラシ ▶事故通知遅延理由書（※）  

※事故発生日当日から数えて2週間を過ぎてから事故報告書を提出する際に必要 

です。 

③市から保険会社に事故の報告 

④負傷者から保険会社へ請求書の提出 

⑤負傷者が指定した金融機関の口座へ保険会社から補償金の支払い 
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13   自治会の法人化について 

今まで自治会が実質所有している不動産があっても、自治会名義で登記ができなか

ったため、会長などの個人名義で登記されていました。名義人の死亡や転居などを機

に、相続等に起因する財産上のトラブルが生じるという声が起こり、各方面よりこの

解決策が求められてきました。 

    こうしたトラブルを未然に防止するために平成3年（1991年）4月2日に地方

自治法の一部を改正する法律が公布施行され、住民自治組織を「地縁による団体」と

位置付け、一定の用件に該当していれば権利能力を付与する措置（地方自治法第260

条の2）がとられました。 

    ｢地縁による団体｣とは、町又は字の区域その他市町村内の一定区域に住所を有する

者の地縁に基づいて形成された団体（地方自治法第260条の2第1項）です。 

    具体的には「地縁による団体」に係る申請を行い、一定用件に該当しているもので

あれば市が認可します。認可の公告が終了後、法人格が取得できます。 

    法人として登記ができる権利は、次の不動産または不動産に関する権利等です。 

(1) 不動産登記法第１条各号に掲げる土地及び建物に関する権利（所有権など） 

(2) 立木ニ関スル法律第１条第１項に規程する「立木」の所有権・抵当権 

(3) 登録を要する金融資産（国債など） 

    法人化による効果は、自治会名義で不動産の登記ができ、個人名義での登記でない

ため、相続等に起因する財産上のトラブルが生じないことです。 

    なお、平成9年（1997年）3月7日、３月定例議会議案審議の席上、市より不

動産等の財産を所有管理する自治会への法人化の促進指導の方針が打ち出されてい

ます。 

  問い合わせ 市民活動支援課 ℡82-5118  

 

また、自治会のように地域活動を目的とする団体であっても、継続した物品の販売

や不動産の貸付け等の収益性がある事業を行うと、事業の収益が法人税（国税）や事

業税（県税）の課税対象となる場合があります。そうした場合には団体としての自治

会が法人県民税（県税）の対象にもなります。 

  事業の収益性の有無については、税務署の判断によりますが、法人市民税（市税）

については、収益事業の有無に関わらず、申請をすることで免除されます。 

問い合わせ 市民税課 ℡82-5129  
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14   自治会設立に関する手続き 

自治会設立に関する一般的な手続きは次の通りです。 

 

  (1)  自治会設立準備委員会の発足 

 

  (2)  地区自治会連合会への事前相談 

 

  (3)  自治会設立総会議案書の作成 

     ア  設立総会次第 

     イ  自治会会則(案) 

     ウ  役員候補者名簿 

     エ  予算(案) 

     オ  事業計画(案) 

     カ  会員名簿 

 

  (4)  設立総会の開催、承認 

 

  (5)  自治会新設届を地区自治会連合会を通じて自治会連合会事務局に提出 

     ・自治会新設届 

     ・添付書類 

       ア  自治会会則 

       イ  会員名簿 

       ウ  各種役員等連絡名簿 

       エ  予算書(案) 

       オ  事業計画(案) 

       カ  区域図（隣接自治会の確認印を押印） 

 

  (6)  市から自治会活動交付金の交付 

       自治会の健全な育成を図るため、世帯数・組数に応じて、自治会活動交付金が

交付されます。 

        

問い合わせ  自治会連合会事務局（市民活動支援課内）直通82-5118  
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15   自治会規約（例） 

      

※  規約の名称に制限はなく｢会則｣｢規程｣といった名称でも実質的に必要事項が定め 

られていればよい｡ 

（名称及び事務所） 

第１条  本会は、○○○自治会（以下「自治会」という。）と称し、その事務所を会長宅に

置く。 

  （組織） 

第２条  本会は、本会区域内に居住し、趣旨に賛同する個人及び事業所をもって組織する。

ただし、事業所は、賛助会員とし、議決権を有しない。 

  （目的） 

第３条  本会は、会員相互の親睦と連携を深め、住民の福祉の増進を図り、もって豊かな地

域社会づくりに寄与することを目的とする。 

  （事業） 

第４条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1)  会員相互の親睦及び連絡調整に関すること。 

(2)  交通事故の防止・防犯・防災に関すること。 

(3)  地域の美化清掃等区域内の環境整備に関すること。 

 (4)  専門部活動に関すること。 

 (5)  行政、関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

 (6)  所有する資産又は施設の管理及び運営に関すること。 

 (7)  その他本会の目的達成に必要な事項 

  （役員） 

第５条  本会に次の役員を置く。 

 (1)  会  長       １  名 

 (2)  副会長       ○  名 

 (3)  書  記       ○  名 

 (4)  会  計       ○  名 

 (5)  監  事       ○  名 

 (6)  専門部長     ○  名 

 (7)  専門担当員   ○  名 

 (8)  組  長   各組１  名 
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  （役員の選出） 

第６条  会長、副会長、書記、会計、監事、専門部長、専門担当員は、総会において会員の

中より選出する。 

２  監事と会長、副会長及びその他の役員とは、相互に兼ねることはできない。 

３  組長は、組構成員の互選による。 

  （役員の職務） 

第７条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか

じめ指名した順序によってその職務を代行する。 

３  書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。 

４  会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 

５  監事は、会の会計等の監査を行う。 

６  専門部長は、各専門部を代表し、専門の業務を行う。 

７  専門担当員は、会活動の特定分野の業務を行う。 

８  組長は、組をまとめ、代表して、会務に協力する。 

  （役員の任期） 

第８条  役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３  役員は、任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 

  （会議） 

第９条  本会の会議は、総会、役員会及び組長会とする。 

２  総会を除き会議の議長は、会長が務める。 

３  会議は、構成員の２分の１以上の出席（委任状を含む）によって成立し、議事は出席者

の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。 

  （総会） 

第10条  定期総会は、役員及び会員をもって構成し、毎年１回会長が招集する。 

２  臨時総会の開催は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の５分の１以上から会議の目

的たる事項を示して請求があったときに、会長が招集する。 

３  総会の議長は、役員を除く会員の中から選出する。 

  （総会付議案件） 

第11条  総会の議決事項は、次のとおりとする。 

 (1)  予算及び決算 
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 (2)  事業報告及び事業計画 

 (3)  規約変更に関すること。 

 (4)  その他、役員会が必要と認める事項 

２  役員会が必要と認める事項中、急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会にお

いて承認を受けることができる。 

   （役員会） 

第12条  役員会は、会長、副会長、書記、会計、専門部長及び専門担当員で構成し会長が必

要に応じて随時招集し、次の事項を審議する。 

 (1)  会の運営及び事業の執行に関する事項 

 (2)  総会に付議する事項 

 (3)  その他、会長が必要と認める事項 

  （組長会） 

第13条  会長は、次の場合に組長会を招集する。 

 (1)  会員に周知、伝達を要する事項が発生したとき。 

 (2)  その他、会長が必要と認めるとき。 

  （部会） 

第14条  本会の事業を円滑に実施するため、必要な部会を置くことができる。 

２  部会には、会長の委嘱する部会員を置き、正副部会長は、部会員の互選による。 

３  部会は、部会長が招集し会議を主宰する。 

４  部会長は、部会を招集するときあらかじめ会長に通知するとともに、部会の協議経過及

び結果を報告しなければならない。 

  （組） 

第15条  本会の運営を円滑に実施するため、組を置く。 

２  組の編成は、当該住民の協議を経て、役員会の議決及び総会の承認を受ける。 

３  組は、会員の中から組長を選出する。組長は、原則として輪番制とする。 

  （連合組織） 

第16条  本会は、広域的問題に対処するため、自治会の連合組織に参加し、連絡調整を

行うものとする。 

  （会計年度） 

第17条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

  （収入） 

第18条  本会の経費は、会費、寄附金、補助金その他の収入をもって充てる。 
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  （会費） 

第19条  会費は、一世帯単位とし、別に定める金額とする。会費は各組において徴収し、組

長がまとめて会計に納入するものとする。 

２  賛助会費は、別途定める。 

３  会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。 

  （支出） 

第20条  支出は、総会で議決された予算に基づく、会の目的に沿って行う。 

  （資産等） 

第21条  会長は、会の資産を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

  （会計及び資産帳簿） 

第22条  会の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整

理する。会員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。 

  （入会） 

第23条  会に入会しようとするものは、組長又は会長に届け出るものとする。 

  自治会区域内に入居した世帯又は開業した事業所があったときは、会はその世帯又は事業

所にこの会の主旨を説明し、入会の案内をするものとする。 

  （退会） 

第24条  会員の退会は、次の場合とする。 

 (1)  会の区域内に居住しなくなったとき。 

 (2)  本人より退会届が会長に提出されたとき。 

２  会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

  （委任規定） 

第25条  この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会において協議

のうえ定める。 
 

      附  則 

１  この規約は、令和○○年○○月○○日から施行する。 

２  ○○○○規約（昭和○○年○○月○○日施行）は廃止する。 
 
 

 

※なお、この規約（例）は、一般的なものです。地縁による法人化を計画される自治会にあ

っては、規約の中に必ず規定しなければならない条項がありますので注意して下さい。 

  また、規約に定めた以外の事項は、規約細則等で明確にしておく事が大切です。 
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      自治会規約細則（例） 

 

第１条  自治会の運営にあたり規約に定めた以外のことは、本細則により行う。 
 

第２条  業務施行のため、次の専門部（会）及び専門担当員を置く。 

  （１） 

  （○）  交通対策部 

          自治会交通安全対策部設置要綱により活動を行う。 

  （○）  防犯対策部 

          自治会防犯対策部設置要綱により活動を行う。 

  （○）  自主防災会（部） 

          自主防災会規約により活動を行う。 

  （○） 

  （○）  廃棄物減量等推進員 

          廃棄物減量等推進員制度等に関する活動を行う。 

  （○）  募金担当員 

  （○） 

  （○） 
 

第○条   

 

 
 

第○条  自治会の公式帳簿として、次の書類等を整理保管する。 
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   帳簿等の名称   保管年限     整理保管責任者  

  自治会規約 

  自治会規約細則 

  自治会役員名簿 

  会員名簿台帳 

  予算・決算・監査報告 

  総会議事録 

  会館運営規約 

  会館運営規約細則 

※会館建設管理記録台帳 

  役員会会議録 

  事業資料 

永  年 

永  年 

永  年 

永  年 

１０ 年 

１０ 年 

永  年 

永  年 

永  年 

５  年 

３  年 

    自治会長 

    自治会長 

    自治会長 

    会計 

    会計 

    自治会長 

    自治会副会長 

    自治会副会長 

    自治会副会長 

    自治会副会長 

    部長 
 

  ２  整理保管責任者は、交代の際に必ず後任者に全部を引き継ぐものとする。 

  ３  書類は、自治会会館に保管するものとする。 

     ※ 会館建設管理記録台帳—建築確認関係書類､工事請負契約書､設計書､修繕見

積書､補助金交付申請関係書類､工事写真､修繕等経過書等 
 

第○条   
 

第○条  本細則に定めのない事項については、役員会において決定する。 
 

      附  則 

  この細則は、令和○○年○○月○○日から施行する。 
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第２３条関係 

  入会申込書（例） 
 

                 ○○○自治会入会申込書 

                                                  令和    年    月    日 

 

      〇〇〇〇自治会様 

 

                                 住      所 

                                 世帯主氏名                          印 

                                 電話番号    ℡               

 

      私は、家族で貴自治会に入会申込みします。 

 

                                 世帯人数（      名） 

 

第２４条関係 

  退会届（例） 

退   会   届 

                                                令和    年    月    日 

      〇〇〇〇自治会様 

                                    住    所 

                                      （            組） 

                                    世帯主氏名                        印 

                                    電話番号    ℡               

 

      私は、家族で貴自治会を次の理由で退会しますので、届け出します。 

 

      理由 

          １  転居のため     

          ２  その他（                                                  ） 
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16   会館運営規約（例） 

 

  （目的） 

第１条  この規約は、○○○会館（以下「会館」という。）の運営に必要な事 

  項を定めることを目的とする。 

  （運営管理） 

第２条  会館の運営管理は、○○○自治会で選出した委員があたる。 

  （運営委員会） 

第３条  委員は、互選により、委員長１名、副委員長１名、会計１名を決め運 

  営委員会を構成する。 

２  委員の任期は、自治会の規定を準用する。 

３  運営委員会は、会計年度終了後に、年間の活動及び収支等を自治会総会に 

  報告し、承認を得ることとする。 

  （会館の使用） 

第４条  会館は、地域住民の親睦、福利厚生、交流の場として使用することを 

  原則とする。 

２  自治会及び会員が使用しない場合で、運営委員会が必要と認めたときは他 

  の団体等に使用させることができる。 

  （使用の制限） 

第５条  会館は、次の各号に該当する場合は使用できない。 

  (1)  自治会又は会員の利益に反するとき。 

  (2)  公序良俗に反するとき。 

  (3)  危険物を持ち込むとき。 

  (4)  その他、運営委員会が適当でないと認めるとき。 

  （使用の申込み） 

第６条  会館を使用する場合は、○日前までに運営委員会に申し込み、使用の 

  許可を受けることとする。 

  （使用料、分担金） 

第７条  会館の使用料は、有料とする。ただし、会の運営のための会合、会員 

  相互の交流等に利用する場合には、無料とする。 
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（使用時間） 

第８条  使用時間は、次のとおりとし、使用料は別表の通りとする。 

  午前の部      午前○時  ～  午前○時まで 

  午後の部      午後○時  ～  午後○時まで 

  夜間の部      午後○時  ～  午前○時まで 

  （使用者の義務） 

第９条  使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守することとする。 

 (1)  使用後は清掃のうえ、整理整頓し原状に復すること。 

 (2)  退出の際は、火気及び戸締まりを確認すること。 

 (3)  使用後、運営委員会に使用が終了した旨の報告を行うこと。 

 (4)  他人に迷惑を及ぼさないこと。 

２  使用者が故意又は重大な過失により、施設や備品等を破損もしくは紛失し 

  た場合は、その損害を賠償することとする。 

  （維持費用等） 

第10条  会館の建物及び付帯設備等の維持保存に必要な経費は、自治会が負 

  担する。 

  （規約の改正） 

第11条  この規約を改正又は変更しようとするときは、自治会・運営委員会 

  の決定を経るものとする。 

  （委任） 

第12条  この規約に定めるもののほか、施行上必要な事項については自治会・ 

  運営委員会に委任する。 

 

      附  則 

  この規約は、令和○○年○○月○○日から施行する。 
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17   自治会事業計画（例） 

    令和○○年度○○○○○自治会事業計画書 

                                  令和○○年４月１日～令和○○年３月３１日 

 月           事    業    内    容  

  ４月 役員会(役員事務引継ぎについて) 

  ５月 
役員会(市民体育祭について)  自治会連合会総会 

市民体育祭              日本赤十字募金  

  ６月    

  ７月 役員会(納涼大会について)  納涼大会準備 

  ８月 
納涼大会                 役員会(防災訓練について) 

防災訓練 

  ９月   市内一斉美化清掃 

１０月 
役員会(○○○について)            

赤い羽根募金 

１１月     

１２月   社会福祉協議会会費集金 

  １月   役員会(○○○について)            新年会 

  ２月   役員会(自治会運営について反省会 ○○○について） 

  ３月 
  役員会(総会､決算及び事業報告､予算及び事業計画案) 会計監査 

  総会(決算及び事業報告､予算及び事業計画､役員選出) 
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18   自治会収支予算書（例） 

令和○○年４月１日～令和○○年３月３１日 

       令和○○年度○○○○自治会収支予算書 

  （収入の部） 

                                             ( 単位：円 )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  項      目  本年度予算額  前年度予算額   比  較    説    明 

 会      費     一般会費@○○○×世帯数 

 賛助会費@○○○×件数 

 交付金・補助金     

 交付金     秦野市自治会交付金 

補助金     

 会館使用料     

 雑収入     

 繰越金     前年度繰越し金 

 合      計     

 

  （支出の部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  項      目  本年度予算額  前年度予算額   比  較    説    明 

 会議費     総会 

 役員会 

 事務費     会議資料 

 事業費     ○○用具購入 

 会館維持管理費     

 交際費     慶弔費 

 負担金     ○○負担金 

 助成金     子供会 

 予備費     

 繰り出し金     ○○建設費積立て 

 合      計     

※  収入の部の合計額と支出の部の合計額は、本年度・前年度も一致します。 
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19   自治会事業報告書（例） 

        令和○○年度○○○○○自治会事業報告書 

                                  令和○○年４月１日～令和○○年３月３１日 

    月  日          事    業    内    容  

  ４月○○日 

  ５月○○日 

      ○○日 

      ○○日 

 

  ６月 

 

  ７月○○日 

      ○○日 

  

  ８月○○日 

      ○○日 

    ○○日 

９月○○日 

１０月○○日 

  

１１月 

 

１２月 

   

１月○○日 

      ○○日 

   

２月○○日 

   

３月○○日 

      ○○日 

      ○○日 

 役員会(総会及び役員事務引継ぎについて) 

 役員会(市民体育祭について) 

 自治会連合会総会会長出席 

 市民体育祭 ○○○名参加 

 日本赤十字募金○○○○○○○○円 

  

 

 役員会(納涼大会について) 

 納涼大会準備  ○○名参加 

 

 納涼大会  ○○○○名参加 

 役員会(防災訓練について) 

 防災訓練  ○○名参加 

 市内一斉美化清掃  ○○名参加 

 役員会(○○○について) 

 赤い羽根募金 ○○○○○○○○円 

  

 

社会福祉協議会会費集金 ○○名 ○○○○○○○○円 

  

役員会(○○○について) 

 新年会○○名参加 

  

役員会(自治会運営について反省会 ○○○について） 

  

役員会(決算及び事業報告､予算及び事業計画案) 

 会計監査 

 総会(決算及び事業報告､役員選出､予算及び事業計画)総会 
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20   自治会収支決算書（例） 

    令和○○年４月１日～令和○○年３月３１日 

   令和○○年度○○○○自治会収支決算書 

        収入決算額     ○○○○円 

        支出決算額     ○○○○円 

        差引き額       ○○○○円  （次年度へ繰越し） 

                  ※ 残額内訳  １ 現    金  ○○○○円 

                               ２ 普通預金  ○○○○円(○○農協○支所) 

 

                 

  （収入の部） 

                                               ( 単位：円 )   

項      目 

予  算  現  額 
収 入 済 額 ※ 比  較 

  備    考 
当 初 

予算額 

※補正 

予算額 

※計 

会      費      
 一般会費@○○○×世帯数 

 賛助会費@○○○×件数 

交付金・補助金       

 交付金       秦野市自治会交付金 

補助金       

会館使用料       

雑 収 入       

繰 越 金       前年度繰越し金 

合      計       

※  比較欄には、収入済額が予算額より多い場合は、○○○円と、収入済額が 

  予算額より少ない場合は、△○○○円と記載する。 

    補正予算がない場合、※欄は削除してよい。 
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  （支出の部） 

 

項    目 

※予  算  現  額 

支出済額 比較 備考 当初予算額 補正予算額 流用額 計 

会議費       総会 

役員会 

事務費       会議資料 

事業費        

 行事費       納涼大会 

防犯部費        

交通部費        

○整備費       ○○用具購入 

会館維持管理費        

交際費       慶弔費 

負担金       ○○負担金 

助成金       子供会助成 

予備費        

繰り出し金       ○○建設費積立

て 合      計        

※  補正予算又は流用額がない場合、※欄は削除してよい。 

    金額を支出した証拠書類となる領収書は、必ず受け取って保存しておきましょう。 

    自治会の事業は、誰でも分かりやすく、明確なものが望まれます。 
 

※財産等がある場合は、財産目録などを作成することが大切です。 
 

    財産目録                               令和○○年３月３１日 

 (資産の部)  (負債の部) 

 Ⅰ 流動資産   Ⅱ 固定資産   Ⅰ 流動負債   Ⅱ 固定負債 

  1 現金預金    1 土地(地目､面積､所在)       預り金       長期借入金 

   (1) 現金    2 建物(名称､面積､所在)   

   (2) 預金    3 有価証券   

  2 未収金    4 その他   
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21   監査報告書（例） 

 

      監査報告書 

 

 

  令和○○年度○○自治会会計等を監査したところ、適正に執行されているこ 

とを認めます。 

 

 

    令和○○年○○月○○日 

 

 

                                               ○○○自治会 

                                            監事  ○○○○○印 

                                            監事  ○○○○○印 

 

 

 

  ※監査チェック事項等を予め決めておくことも大切です。 

    ・  帳簿が日付順にあるいは費目別にきちんと記入されているか。 

    ・  領収証や出金伝票がそろっているか。 

    ・  費目別に前年と比較しての動きはどうか。 

    ・  金額が多くなっている費目の支出理由が適切か。 

    ・  残額が多くなっている費目の執行残額理由が適切か。 

    ・  資産状況について、適切に管理されているか。 
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22   地区自治会連合会規約（例） 

      秦野市○○地区自治会連合会規約 

 

  （名称及び事務所） 

第１条  本会は、秦野市○○地区自治会連合会と称し、その事務所を地区自治会連合会

長宅に置く。 

  （組織） 

第２条  本会は、○○地区自治会長をもって組織する。 

  （目的） 

第３条  本会は、○○地区の自治会が相互に連絡協調を保ち、市民の福祉の増進と自治

会の適正な運営に努め、地域社会の向上を図ることを目的とする。 

  （事業） 

第４条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 (1)  地区自治会連合の運営の総合調整に関すること。 

 (2)  市政に民意を反映させ市政の円滑な推進を図ること。 

 (3)  自治会の運営、活動に関する研修会等の開催に関すること。 

 (4)  自治会活動についての調査及び研究に関すること。 

 (5)  その他本会の目的達成に必要な事項 

  （役員） 

第５条  本会に次の役員を置く。 

 (1)  会  長    １  名 

 (2)  副会長    若干名 

 (3)  会  計    若干名 

 (4)  監  事    若干名 

 (5)  書  記    若干名 

 (6)  理  事    若干名 

２  必要に応じ、相談役若干名を置くことができる。 

  （役員の選出） 

第６条  前条の理事の選出は、あらかじめ定めた大字等の区域より選任する。 

２  本会の会長、副会長、会計は、理事の互選により選出する。 

３  監事、書記は、理事会において理事以外より選出する。但し、総会の承認を得る。 
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（役員の職務） 

第７条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

３  会計は、本会の会計を掌理する。 

４  理事は、会長、副会長と共に役員会を構成し、本会の事業の執行及び運営の協議に

当たる。 

５  書記は、本会の会議に出席し、必要な事務の処理に当たる。 

６  監事は、本会の会計を監査する。 

  （役員の任期） 

第８条  役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３  役員は、任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものと

する。 

  （会議） 

第９条  本会議は、総会、正副会長会、役員会とし、会長が招集する。 

２  総会を除き会議の議長は、会長が務める。 

３  会議は、構成員の２分の１以上の出席（委任状を含む）によって成立し、議事は出

席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。 

  （総会） 

第10条  定期総会は、役員及び会員をもって構成し、毎年１回会長が招集する。 

２  臨時総会の開催は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の５分の１以上から会議

の目的たる事項を示して請求あったときに会長が招集する。 

３  総会の議長は、役員を除く会員の中から選出する。 

４  役員は、総会において議決権を持たない。 

  （総会付議案件） 

第11条  総会の議決事項は、次のとおりとする。 

 (1)  予算及び決算 

 (2)  事業報告及び事業計画 

 (3)  規約変更に関すること。 

 (4)  その他、役員会が必要と認める事項 

２  役員会が必要と認める事項中、急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会

において承認を受けることができる。 
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  （経費） 

第12条  本会の経費は、分担金、補助金その他の収入をもって充てる。 

  （会計年度） 

第13条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

  （委任規定） 

第14条  この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長、副会長協

議のうえ定める。 

 

      附  則 

  この規約は、○○○○年○○月○○日から施行する。 
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23   秦野市自治会連合会規約 

（昭和４５年８月１日施行） 

（名称及び事務所） 

第１条 この会は、秦野市自治会連合会（以下「連合会」という。）と称し、その事務

所を秦野市役所内に置く。 

(組織) 

第２条 連合会は、秦野市内の自治会長により組織する。 

(目的) 

第３条 連合会は、秦野市内の自治会が相互に連絡協調を保ち、市民の福祉の増進及

び自治会の健全な運営に努めるとともに、地域社会の向上を図るため、次に掲げる

事項を目的とする。 

(1)  自治会活動が、真に市民主体の活動として定着するよう啓発・普及活動を充実

していくこと。 

 (2)  連合会、地区自治会連合会及び単位自治会の３組織が連動した活動を展開する

よう、方向や手法などについて提案していくこと。 

 (3)  秦野市及び関係団体と協働して、各種のまちづくり活動及び市民活動を展開し

ていくこと。 

(活動内容) 

第４条 連合会は、前条の目的を達成するため、その活動内容を次のとおり定める。 

 (1)  協働して取り組む行政施策の検討、提言及び実践 

 (2)  単位自治会及び地区自治会連合会の運営に関する協力支援活動 

 (3)  自治会活動についての調査、広報（啓発・普及）及び研究活動 

 (4)  自治会の運営及び活動に関する勉強会（研修会）の開催 

 (5)  行政の補完活動（回覧、各種委員の推薦等） 

 (6)  情報交換 

 (7)  その他連合会の目的達成に必要な事項 

(役員) 

第５条 連合会に次の役員を置く。 

 (1)  会長  １名 

（2） 副会長 ７名 

（3） 会計  ２名 

（4） 書記  ２名 

（5） 監事   ２名 

（6） 理事   若干名 

 

(役員の選出) 

第６条 前条の役員の選出は、地区自治会連合会正・副会長の互選により選任し、総

会で報告する。 



68 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、連合会を代表し、会務を統括する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３  会計は、連合会の会計を掌理する。 

４  書記は、会議録を作成するとともに、連合会の庶務を担当する。 

５ 監事は、会計を監査する。 

６ 理事は、連合会の活動の運営協議を行う。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３  役員は、任期満了の後においても、後任者が着任するまではその職務を行うもの

とする。 

（会議） 

第９条 連合会の会議は、総会、役員会及び企画会とする。 

（総会) 

第10条 総会は、会長が招集し、出席者の互選により選出された者が議長となる。 

２ 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は５月に、臨時総会は随時開催す

る。 

３ 総会は、全自治会長の過半数の出席（委任状出席を含む。）がなければ開くことが

できない。 

４ 総会の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長が決すると

ころによる。 

５ 臨時総会は、全自治会長の３分の１以上の要求があったときは、開催しなければ

ならない。 

６ 総会に付議する事項は、次のとおりとする。 

 (1)  活動報告及び決算に関すること。 

 (2)  活動計画及び予算に関すること。 

 (3)  規約の変更に関すること。 

(4)  その他会長が必要と認めた事項に関すること。 

（役員会） 

第11条 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 役員会は、連合会の協議機関として、会長、副会長、会計、書記、監事及び理事

により構成する。 

３ 役員会に付議する事項は、次のとおりとする。 

 (1)  第４条の活動内容についての協議に関すること。 

 (2)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項に関すること。 

 

（企画会） 

第12条 企画会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。 
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２  企画会は、各地区自治会連合会長により構成する。 

３ 企画会に付議する事項は、第４条の活動内容及び前条の役員会に付議する事項に

ついての具体的な検討に関することとする。 

（専門委員会） 

第13条 会長は、連合会の活動を円滑に進めるため、必要と認めるときは専門委員

会を設置することができる。 

２ 専門委員会の委員は、地区の会長が役員及びその他から選任する。 

３ 専門委員会の活動内容は、別に定める。 

（経費） 

第14条 連合会の経費は、分担金、補助金、その他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第15条 連合会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

（委任規定） 

第16条 この規約に定めるもののほか、連合会の運営に必要な事項は、役員会で協

議する。 

附 則 

    （施行期日）   

１ この規約は、昭和４５年８月１日から施行する。 

２ この規約は、昭和４９年４月1日から施行する。 

３ この規約は、昭和５０年６月７日から施行する。 

４ この規約は、昭和５１年６月1日から施行する。 

５ この規約は、昭和５２年５月２１日から施行する。 

６ この規約は、平成５年５月２８日から施行する。 

７ この規約は、平成１８年５月２０日から施行する。 

８ この規約は、令和２年４月１３日から施行する。 

 



70 

 

 24   自治会連合会見舞金等に関する規約  

                                                        （平成８年９月１９日施行） 
 

  秦野市自治会連合会の見舞金等は、次に定めるところによる。 

 

１  見舞金   

    秦野市自治会連合会役員が負傷又は疾病により、引き続き15日以上入院したとき

は、１０，０００円の見舞金を贈る。 

２  弔慰の品 

    秦野市自治会連合会役員等が死亡したときは、秦野市自治会連合会予算から次に掲

げる者に対し、花輪等を贈る。 

 (1)  秦野市自治会連合会役員 

 (2)  秦野市単位自治会長（市連合会役員を除く） 

 (3)  秦野市自治会連合会役員と同居している配偶者、親または子 

３  返礼の取扱い 

    本会は、この規約による見舞金等の贈呈に対する返礼金品は受けないこととする。 

４  その他 

    この規約に定めのない事例等で疑義が生じたときは、会長が役員会に諮り定めるも

のとする。 

 

      附  則 

  この規約は、平成８年９月１９日から施行する。 

 この規約は、平成２３年１月２０日から施行する。 
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25   自治会連合会表彰規程 

                                                   （昭和５５年４月１日施行）   

  （目的） 

第１条  この規定は、秦野市自治会において、地域住民の福祉の増進及び住民自治の確

立に功労が極めて顕著な者を表彰することについて、必要な事項を定めることを目的

とする。 

  （被表彰者） 

第２条  表彰される者は、個人及び団体であって、次の各号の一に該当するもののうち

から会長が選考し、秦野市自治会連合会役員会に諮りこれを定める。 

 (1)  自治会連合会役員として、自治会連合会の発展に尽くし、その功労顕著な者で、

満２年以上在職したもの 

 (2)  自治会長として、地域住民の福祉の増進と住民自治の確立について、その功労顕

著な者で、満５年以上及び満１０年以上在職したもの 

 (3)  その他自治会の発展に功労顕著にして他の模範とするに足る者で、自治会連合会

において特に表彰の必要があると認めたもの 

  （表彰の時期） 

第３条  表彰は毎年自治会連合会定期総会の日にこれを行う。ただし、自治会連合会が

特に必要と認めたときはこの限りでない。 

  （表彰の方法） 

第４条  表彰は、表彰状及び記念品を贈呈してこれを行う。 

２  この規定によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状等

はその遺族に授与する。 

  （在職年数の計算） 

第５条  在職年数は、次の各号により計算する。 

 (1)  在職年数は、その職に就いた日の属する月から起算し、退職の日の属する月まで、

月をもって計算する。 

 (2)  再就職した者の前後の在職年数は通算する。 

  （再表彰） 

第６条  この規定により既に表彰を受けた者であっても、自治会連合会役員会で特に必

要と認めた場合は、再表彰することができるものとする。 

  （その他） 

第７条  この規定に定めるもののほか、必要な事項は、自治会連合会役員会で協議の上

これを定める。 
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      附  則 

  この規約は、昭和５５年４月１日から施行する。 

      附  則 

  この規約は、平成２年４月１日から施行する。 
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26   自治会交通対策部設置要綱 

                                                   （昭和４５年６月１日施行） 

第１  目的 

  現在の交通事故の激増にかんがみ、地域住民の交通安全意識を高揚し、自治会内に住

む隣人のなかから痛ましい交通事故の犠牲者を出さぬことはもちろん、加害者にもなら

ぬよう互いにいましめ自治活動を通じて交通事故を防止することを目的とする。 

第２  組織 

  自治会から自治会長の推薦により若干名の交通対策部員を選出し、その互選により１

名の部長を置く。 

  ただし、自治会構成員の多寡により部長のみを置くことができる。 

第３  任期 

  原則として２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第４  事業 

 (1)  交通安全思想の普及 

   (ｱ)  交通安全ルール遵守のための呼びかけ運動 

   (ｲ)  交通安全に関する印刷物配布等の広報活動 

   (ｳ)  交通安全に関する座談会、映画会、教室等の開催 

 (2)  交通環境の整備 

   (ｱ)  違法駐車、物件放置等の路上障害の相互の自粛の徹底 

   (ｲ)  交通安全施設（信号機、道路標識、道路照明、ガードレール、カーブミラー、

道路ライン等）の点検調査 

   (ｳ)  道路を広く使うため、道路占用（商品陳列、植木等）の相互自粛の徹底 

 (3)  情報活動 

      自治会内における交通安全を阻害する状況等を確認したときは、自治会長と協議

し、市役所交通安全担当課へ連絡すること。 

 (4)  その他自治会において必要とする活動 

第５  研修 

  交通対策部員は、交通安全に関する知識の修得のため、市の協力を得て自主的な研修

に努める。 

第６  関係団体との連絡協調 

  交通対策部長は、関係団体と緊密に連絡し、交通安全のための情報交換を行う。 
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第７  報告 

  交通対策部長は、自治会内の交通問題に関し、必要のつど自治会長に報告するものと

する。 

 

      附  則 

  この要綱は、昭和４５年６月１日から施行する。   

      附  則 

  この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。   
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27   自治会防犯対策部設置要綱   

                                          （平成元年  ４月  １日施行） 

第１  目  的 

  この要綱は、犯罪のない明るい町づくりを推進するため、地域住民による自主防犯活

動の拠点として、自治会ごとに防犯対策部長を設置し、警察、防犯協会及び市との緊密

な連絡協調の下、効果的な防犯活動が行われることを目的とする。 

第２  組  織 

  自治会から自治会長の推薦により若干名の防犯対策部員を置き、その互選により１名

の部長を置く。 

  ただし、自治会構成員の多寡により部長のみを置くことができる。 

第３  任  期 

  防犯対策部員及び部長の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

第４  事  業 

 (1)  防犯意識の高揚と活動の促進 

   (ｱ)  防犯活動に対する要望意見のとりまとめと連絡 

   (ｲ)  防犯座談会、懇談会等の開催 

   (ｳ)  警察、防犯協会、市から配布される防犯資料等の自治会員への配布等 

 (2)  防犯灯、啓発用看板、その他の防犯施設の点検調査等 

 (3)  自治会内における治安を阻害する状況等を確認したときは、自治会長と協議し、

警察又は市役所防犯担当課への連絡 

 (4)  その他自治会において必要とする活動 

第５  研  修 

  防犯対策部員は、防犯に関する知識の修得のため、警察、防犯協会及び市の協力を得

て自主的な研修に努める。 

第６  関係団体との連絡協調 

  防犯対策部長は、関係団体と緊密に連絡し、防犯対策のための情報交換を行う。 

第７  報  告 

  防犯対策部長は、自治会内の防犯対策について、必要の都度自治会長に報告するもの

とする。 

 

      附  則 

    この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 
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28   自治会関係諸届様式 

自治会活動を行っていただく際に、自治会連合会事務局（市民活動支援課）にご提

出いただく届書様式を添付いたします。 

事務局から随時、提出時期等についてはご案内させていただきますが、年度途中等

で変更があった場合にも、適宜ご連絡をいただけると幸いです。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

※関係諸届様式については今後、市のホームページ等からもダウンロードできるよう

に準備を進めておりますので、ご利用ください。 

 

・様式第１号 自治会各種役員等連絡届 

・様式第２号 自治会長変更、自治会名称、代理人指定届 

・様式第３号  地区自治会連合会正副会長連絡届 

・様式第４号 自治会設立・自治会解散届 

・様式第５号 自治会長傷病（死亡）報告書 
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様式第１号 

自治会各種役員等連絡届 

 住所 氏名 電話 

自治会長 

〒 

秦野市 

ふりがな 

(      ) 

以下の携帯電話番号、メールアドレスは任意記入です。自宅電話で連絡がつかない場合に連絡させていただきます。 

携帯電話 

メールアドレス 

副会長 
〒 

秦野市 

ふりがな 
(      ) 

交通対策担

当 

〒 

秦野市 

ふりがな 
(      ) 

防犯対策担

当 

〒 

秦野市 

ふりがな 
(      ) 

募金担当 
〒 

秦野市 

ふりがな 
(      ) 

廃棄物減量

等推進員 

〒 

秦野市 

ふりがな 

 
(      ) 

 ※各役員については、同一者が兼務されても構いません。 
 

自治会組数及び加入世帯 

区  分 
組数 

（実数） 

組回覧物 

希望部数 

加入世帯 

（実数） 

全戸配布物 

希望部数 

自治会掲示板数 

（実数） 

ポスター等 

掲示物希望枚数 

令和 年度 

（４月１日現在） 
組 部 世帯 部 基 枚 

 ※加入世帯（実数）について、同一生計で複数世帯ある場合には、世帯数を加算してください。 

令和    年４月１日 

      秦野市自治会連合会長様 

                                                            自治会 

                                              会長                     

※ご提出いただいた役員情報を基に、秦野市で保有している住民基本台帳法による住民票情報を閲覧さ

せていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。 

※秦野市情報の公開及び開示に関する条例により、この連絡届に基づき作成された自治会長名簿につい

ては、適法な手続きによって公開を請求された場合、原則として自治会名及び会長氏名のみ公開するこ

とになります。また、開発行為や不動産取引等の理由により、開発業者等へ該当自治会長の連絡先をお

伝えすることがありますので、あらかじめ御了承ください。 
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様式第２号 

自治会長変更、自治会名称、代理人指定届 

令和    年    月    日 

     秦野市        地区自治会連合会長様 

 自治会名            自治会 

自治会長名                  

このことについて次のとおり（変更・指定）しましたので報告します。 

  

自治会長変更、世帯・組数変更、自治会名称 

新 

住所  

氏名  電話 (      ) 

世帯数 組数 回覧数 

任期 年    月    日～     年    月    日 

旧 

住所  

氏名  電話 (      ) 

世帯数 組数 回覧数 

任期 年    月    日～     年    月    日 

新自治会名  旧自治会名  

 

代理人指定 

氏名  電話 (     ) 

住所  

 

令和    年    月    日 

      秦野市自治会連合会長様 

                                                       地区自治会連合会 

                                               会長                     

 

決裁欄 

事務局長 事務局次長 事務局員 起案日 

   ・  ・ 

決裁日 

・  ・ 
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様式第３号 

地区自治会連合会正副会長連絡届 

令和  年  月  日 

秦野市自治会連合会長  

         地区自治会連合会 

 

  会長                   

このことについて次のとおり報告します。 

会 長 

氏名 住所 所属自治会名 

（ふりがな） 

 

 

〒   

自治会 
秦野市 

電話番号： ＦＡＸ番号： 

携帯電話： メールアドレス： 

 

副 会 長 

氏名 住所 所属自治会名 

（ふりがな） 

 

 

〒   

自治会 
秦野市 

電話番号： ＦＡＸ番号： 

携帯電話： メールアドレス： 

  

氏名 住所 所属自治会名 

（ふりがな） 

 

 

〒   

自治会 
秦野市 

電話番号： ＦＡＸ番号： 

携帯電話： メールアドレス： 

 

＊ この用紙は役員に変更がない場合でも、必ず期限までに提出してください。 
 

決裁欄 

事務局長 事務局次長 事務局員 起案日 

   ・  ・ 

決裁日 

・  ・ 
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様式第４号 

自治会設立・自治会解散届 

令和    年    月    日 

      秦野市       地区自治会連合会長様 

自治会名                      自治会 

自治会長名  会長                     

 

このことについて次のとおり（設立・解散）しましたので報告します。 

自治会名 自治会 解散の場合、世帯の合併先を記入して下さい。  

設立・解散年月日  

会長 

氏 名  

住 所 
〒 

秦野市 

電 話 （      ） 携帯電話 （      ） 

メールアドレス  

任    期     年    月    日～       年    月    日まで 

世帯数  備考 

組  数  

回覧数  

 

  年    月    日 

      秦野市自治会連合会長様 

                                                      地区自治会連合会 

 

                                                 会長                       

    このことについて、上記のとおり（設立・解散）届けがあったので報告します。 

決裁欄 

事務局長 事務局次長 事務局員 起案日 

   ・  ・ 

決裁日 

・  ・ 
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様式第５号 

自治会長傷病（死亡）報告書 

 年    月    日 

      秦野市自治会連合会長様 

                                                       地区自治会連合会 

 

                                               会長                         
 

自治会名  会長氏名  

会長住所 
 

 
生年月日 年    月    日生 

配偶者等の場合氏名（死亡時のみ対象） 

氏名  生年月日 年    月    日生 

入院の有無 している（していた） ・ していない 

入院先 
病院名  

住所                            ＴＥＬ 

現在の状況 
病名  

 

死亡連絡  

死亡日時            年    月    日    時    分 

死亡先 自宅・病院等（                  ） 

通夜 
日時            年    月    日    時    分～    時    分 

場所                           ＴＥＬ 

告別式 
日時            年    月    日    時    分～    時    分 

場所                           ＴＥＬ 

施主  続柄  

 

決裁欄 

事務局長 事務局次長 事務局員 起案日 

   ・  ・ 

決裁日 

・  ・ 
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秦野市情報の公開及び開示に関する条例により、この連絡届に基づき

作成された自治会長名簿については、適法な手続きによって公開を請

求された場合、原則として自治会名及び会長氏名のみ公開することに

なります。また、開発行為や不動産取引等の理由により、開発業者等

へ該当自治会長の連絡先をお伝えすることがありますので、あらかじ

め御了承ください。   

 

 


